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書
陵
部
所
蔵　

伏
見
宮
蔵
書
目
録
に
つ
い
て
（
一
）

田　

代　

圭　

一

　

宮
内
庁
書
陵
部
編
の
『
図
書
寮
叢
刊
』
で
は
、
平
成
十
三
～
二
十
五
年
度
に
か
け
て
伏

見
宮
家
旧
蔵
の
『
看
聞
日
記
』（
御
物
）
全
七
冊
が
刊
行
さ
れ
た
。
筆
者
は
そ
の
全
冊
の

刊
行
に
携
わ
り
、
第
七
冊
で
は
解
題
の
主
な
部
分
を
担
当
し
た
。
解
題
の
中
で
『
看
聞
日

記
』
の
伝
来
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
伏
見
宮
家
で
作
成
さ
れ
た
蔵
書
目
録
類
を
参
看
す

る
機
会
を
得
た
が
、
そ
の
過
程
を
通
じ
て
伏
見
宮
家
所
蔵
の
時
期
に
も
整
理
状
態
に
変
遷

の
見
ら
れ
る
図
書（

１
）が

多
く
確
認
さ
れ
た
。
例
と
し
て
『
野
府
記（

２
）』（

函
架
番
号
は
伏
・
二
、

以
下
同
）、『
行
成
卿
記（

３
）』（

伏
・
三
）、『
水
左
記（

４
）』（

伏
・
一
）、『
本
朝
世
紀（

５
）』（

伏
・
三

九
七
）、『
紀
家
集（

６
）』（

伏
・
六
四
一
）
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
目
録

記
載
の
他
の
図
書
に
つ
い
て
も
整
理
状
態
の
変
遷
を
た
ど
る
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
今
回
よ
り
数
回
に
か
け
て
翻
刻
を
兼
ね
た
比
較
検
討
を
行
い
、
伏
見
宮
家

旧
蔵
本
（
以
下
「
伏
見
宮
本
」）
の
変
遷
を
た
ど
る
一
助
と
し
た
い
。

　

伏
見
宮
本
は
持
明
院
統
に
伝
わ
っ
た
図
書
が
中
核
と
な
っ
て
お
り
、
北
朝
第
三
代
の
崇

光
天
皇
が
相
続
し
て
以
降
、
伏
見
宮
歴
代
当
主
の
栄
仁
親
王
、
治
仁
王
、
貞
成
親
王
（
後

崇
光
院
）
と
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
書
陵
部
に
は
昭
和
二
十
二
年
に
『
水
左
記
』
と

『
建
内
記
』
が
寄
贈
さ
れ
、
昭
和
二
十
九
年
ま
で
に
順
次
購
入
に
よ
り
書
陵
部
の
所
蔵
と

な
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
十
三
年
に
は
新
た
に
楽
書
を
購
入
し
て
お
り
、
書
陵
部
所
蔵
図

書
と
し
て
も
主
要
な
蔵
書
群
で
あ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
目
録
類
は
『
伏
見
宮
蔵
書
目
録
』（
伏
・
二
〇
五
七　

三
冊
、
以

下
①
～
③
）、『
伏
見
宮
御
記
録
類
目
録
』（
伏
・
一
九
七　

一
冊
、
以
下
④
）
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
伏
見
宮
家
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
書
誌
を
記
す
。

①
縦
一
四
・
二
㎝
×
横
三
九
・
三
㎝
、
袋
綴
、
本
紙
の
形
状
区
々
（
貼
紙
多
）、
墨
付
紙

数
（
綴
じ
ら
れ
て
い
る
分
）
二
七
枚
。

②
縦
二
〇
・
四㎝
×
横
五
六
・
五㎝
、
袋
綴
、
本
紙
の
形
状
区
々
、
墨
付
紙
数　

一
三
枚
。

③
縦
一
二
・
九㎝
×
横
三
五
・
四㎝
、
袋
綴
、
墨
付
紙
数　

三
八
枚
、
貼
紙
あ
り
。

い
ず
れ
も
横
本
、
当
部
後
補
に
よ
る
薄
縹
色
無
地
表
紙
で
、
左
上
に
「
伏
見
宮
蔵
書
目
録

　

三
冊
」
と
墨
書
し
た
題
簽
を
左
上
に
貼
付
。
内
題
な
し
。

④
縦
二
六
・
二㎝
×
横
一
九
・
六㎝
、
袋
綴
、
墨
付
紙
数　

四
九
枚
（
う
ち
巻
末
の
四
枚

は
後
補
と
思
わ
れ
る
伏
見
宮
十
二
行
罫
紙
）、
当
部
後
補
の
砥
粉
色
無
地
表
紙
に
「
伏
見

宮
御
記
録
類
目
録　

一
冊
」
と
墨
書
し
た
題
簽
を
左
上
に
貼
付
。
内
題
「
御
記
録
類
目
録
」。

　

①
～
③
に
つ
い
て
は
、
員
数
を
三
冊
と
し
て
い
る
も
の
の
、
現
状
で
は
さ
ら
に
細
か
く

区
分
し
て
い
な
い
た
め
、
記
載
内
容
に
よ
り
私
に
通
し
番
号
を
付
し
た
。
①
～
④
の
関
係

に
つ
い
て
は
後
で
略
述
す
る
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
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作
成
時
期
で
あ
る
が
、
②
の
紙
背
に
は
、
徳
川
斉
明
室
と
な
っ
た
恭
真
院
（
貞
敬
親
王
王

女
、
英
子
女
王
）
や
後
藤
因
幡
守
（
義
紀
）
の
名
が
記
さ
れ
た
書
状
、
さ
ら
に
は
貞
教
親

王
と
鷹
司
政
通
女
、
積
子
（
五
十
君
）
の
婚
儀
に
関
す
る
書
状
が
見
ら
れ
る
。
恭
真
院
の

落
飾
と
後
藤
義
紀
が
因
幡
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
が
共
に
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
で
あ
る

こ
と
や
、
貞
教
親
王
と
五
十
君
の
婚
儀
は
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
十
一
月
に
挙
げ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
目
録
類
は
江
戸
時
代
末
期
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
明
治
以
降
の
作
成
か
ど
う
か
は
現
在
考
察
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ

り
結
論
が
出
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
作
業
を
踏
ま
え
た
状
況
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
江
戸

時
代
末
期
作
と
し
て
お
く
。
ま
た
、『
伏
見
宮
記
録
文
書
』（
二
五
六
・
四
〇　

八
八
冊
）
は
、

伏
見
宮
家
に
伝
来
し
た
古
記
録
や
古
文
書
を
明
治
初
年
に
書
写
し
た
も
の
で
、最
終
冊（
以

下
⑤
）
が
文
書
目
録
に
な
っ
て
い
る
。
相
曽
貴
志
氏
に
よ
る
と
、
⑤
は
「『
看
聞
日
記
』

献
上
以
前
の
明
治
初
年
に
お
け
る
伏
見
宮
の
蔵
書
の
目
録
と
み
ら
れ
る

（
７
）」

と
の
こ
と
で
、

①
～
⑤
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
初
期
の
伏
見
宮
本
の
整
理
状
況
を
た
ど
る
こ
と
が
で

き
る
貴
重
な
資
料
と
言
え
る
。
そ
こ
で
今
回
は
目
録
の
分
量
の
関
係
上
、
①
及
び
③
～
⑤

の
記
載
内
容
に
加
え
、
現
在
の
整
理
書
名
、
函
架
番
号
を
別
に
表
と
し
て
ま
と
め
た

（
８
）。

な

お
、
こ
れ
以
前
の
目
録
と
し
て
応
永
二
十
四
年
（
一
四
一
七
）
に
作
成
さ
れ
た
「
即
成
院

預
置
文
書
目
録（

９
）」、

霊
元
天
皇
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
伏
見
殿

文
庫
記
録
目
録
』（
高
松
宮
旧
蔵
、
Ｈ
・
六
〇
〇
・
九
八
九
）
等
が
あ
る
が
、
本
稿
の
目

的
か
ら
外
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
か
っ
た
。

　

表
か
ら
は
、
年
次
の
み
の
記
載
で
書
名
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
や
誤
っ
た
書
名
が

付
さ
れ
て
い
る
も
の
、
さ
ら
に
は
重
複
し
た
記
載
や
同
一
図
書
と
思
わ
れ
る
も
の
が
異
な

っ
た
複
数
の
書
名
で
記
載
さ
れ
て
い
る
等
、
整
理
状
況
の
混
乱
ぶ
り
が
見
て
取
れ
る
。
目

録
の
紹
介
は
ま
だ
中
途
で
あ
る
こ
と
か
ら
全
体
を
通
し
た
考
察
は
稿
を
改
め
た
い
が
、
こ

（
10
）

れ
ま
で
の
進
行
状
況
か
ら
判
明
し
た
こ
と
を
簡
潔
に
列
挙
す
る
。
カ
ッ
コ
の
数
字
は
別
表

該
当
箇
所
の
通
し
番
号
で
あ
る
。

・ 

全
体
を
通
し
て
、
①
→
③
→
④
→
⑤
と
整
理
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
表

中
か
ら
は
、『
行
成
卿
記
』
の
大
部
分
が
一
時
期
『
春
記
』
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、『
建

内
記
』
の
一
部
が
『
看
聞
御
記
』
と
さ
れ
て
い
た
（
35
）
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
も
分
か

る
。

・ 

①
は
、員
数
が
複
数
冊
の
図
書
で
は
年
代
順
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と（『
本
朝
世
紀
』
等
）、

貼
紙
が
多
い
こ
と
、
同
一
丁
に
お
い
て
誤
字
と
正
字
が
混
在
す
る
こ
と
（
106
、
107
と

111
）
等
か
ら
、
目
録
と
し
て
の
完
成
度
は
低
く
、
草
稿
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

・ 

①
の
中
に
、
あ
る
い
は
①
・
②
の
双
方
に
か
け
て
重
複
し
た
記
載
も
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
②
も
草
稿
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

・ 

③
は
①
と
②
を
合
わ
せ
て
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
③
の
大
部
分
を
清
書

し
た
も
の
が
④
と
考
え
ら
れ
る
。

・ 

③
や
④
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
①
あ
る
い
は
②
の
誤
字
や
意
不
通
の
記
載
の
ま
ま
引

用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
（
62
、
89
、
116
、
151
、
189
、
190
、
335
、
365
等
）
が
見
ら

れ
る
。
特
に
62
か
ら
は
「
至
」
を
「
閏
」
と
誤
読
し
た
と
思
わ
れ
（
図
版
一
）、
①
→

③
の
書
承
関
係
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
③
や
④
の
作
成
に
際
し
て
は
、
全
体

を
通
し
た
精
査
を
行
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。（
注
２
の
、『
行

成
卿
記
』
を
一
時
期
『
春
記
』
と
し
て
い
た
当
時
の
書
名
決
定
に
つ
い
て
の
経
緯
も
参

照
さ
れ
た
い
。）

・ 

①
、
③
、
④
は
い
ず
れ
も
『
看
聞
日
記
』
が
冒
頭
に
記
さ
れ
、
伏
見
宮
家
に
お
け
る
位

置
づ
け
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

・ 

①
に
も
④
の
筆
跡
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（
図
版
二
）、
時
を
隔
て
ず
作
成
さ
れ
、
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そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
整
理
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
今
後
の
展
望
も
含
め
目
録
類
の
概
要
を
記
し
た
。
今
後
さ

ら
に
作
業
を
進
め
、
伏
見
宮
本
の
変
遷
を
少
し
な
り
と
も
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
考
え
て

い
る
。

　

注

　
（
１
）　

本
稿
で
は
古
典
籍
や
古
記
録
等
に
つ
い
て
、
一
括
し
て
便
宜
的
に
「
図
書
」
と
表
記
す
る
。

ま
た
、
書
陵
部
蔵
の
図
書
に
つ
い
て
、
特
に
記
載
の
な
い
も
の
は
図
書
寮
文
庫
蔵
で
あ
る
。

　
（
２
）・（
３
）　
「
書
陵
部
所
蔵
図
書
の
保
存
と
修
復
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
六
十
五
号　

二
〇
一

四
年
三
月
）

　
（
４
）～（
６
）　
「
伏
見
宮
本
の
伝
来
―
蔵
書
目
録
を
た
ど
っ
て
―
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊

第
二
十
三
号　

二
〇
一
五
年
三
月
）

　
（
７
）　
「『
伏
見
宮
記
録
文
書
』
の
成
立
」（『
書
陵
部
紀
要
』
第
六
十
六
号　

二
〇
一
五
年
三
月
）

　
（
８
）　

⑤
と
現
書
名
の
対
照
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
を
飯
倉
晴
武
「
伏
見
宮
本
の
変
遷
―
書

陵
部
で
の
整
理
と
書
名
決
定
―
」（『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
第
三
輯
〈
二
〇
〇
九
年　

思

文
閣
出
版
〉
所
収
）
に
拠
っ
た
。

　
（
９
）　
『
看
聞
日
記
』
巻
七
紙
背
（『
図
書
寮
叢
刊　

看
聞
日
記
紙
背
文
書
・
看
聞
日
記
別
記
』〈
一

九
六
五
年　

宮
内
庁
書
陵
部
〉
に
翻
刻
及
び
解
題
が
あ
る
）

　
（
10
）　

詫
間
直
樹
「
高
松
宮
旧
蔵
『
伏
見
殿
文
庫
記
録
目
録
』
に
つ
い
て
」（『
禁
裏
・
公
家
文

庫
研
究
』
第
二
輯
〈
二
〇
〇
六
年　

思
文
閣
出
版
〉
所
収
）

　
【
別
表
凡
例
】

　

一
．
便
宜
上
通
し
番
号
を
付
し
た
が
、
書
名
の
順
序
は
①
に
拠
っ
た
。

　

一
．
特
別
な
場
合
を
除
い
て
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。

　

一 

．
翻
字
に
際
し
て
は
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
上
適
宜
改
行
を
行
っ
た
。
ま
た
、「
、」
や
「
・
」

を
付
し
た
箇
所
も
あ
る
。

　

一
．
目
録
内
の
「
同
」
等
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
適
宜
具
体
的
に
表
記
し
た
。

　

一 

．
①
～
④
欄
の（　

）は
目
録
内
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
項
目
、右
端（
現
在
の
書
名
）

の
欄
の
（　

）
は
現
在
の
函
架
番
号
、
全
体
を
通
し
て
〈　

〉
は
傍
書
、〔　

〕
は

筆
者
に
よ
る
注
記
で
あ
る
。

　

一 

．
⑤
欄
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、同
内
容
の
書
陵
部
蔵
『
伏
見
宮
御
記
録
目
録
』（
一

冊
、
三
五
一
・
六
八
七
）、
同
（
一
冊
、
宮
内
公
文
書
館
蔵
、
識
別
番
号
七
〇
二
八
八
）、

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
伏
見
宮
御
記
録
目
録
』（
一
冊
、Ｒ
Ｓ
四
一
〇
一
・
二
六
）、

神
宮
文
庫
蔵
『
伏
見
宮
記
録
目
録
』（
一
冊
、
五
門
・
一
六
二
六
）
を
参
照
し
、
適

宜
訂
正
を
施
し
た
。
該
当
箇
所
に
は
そ
の
旨
カ
ッ
コ
で
記
し
た
。

　

一 

．「
元
」
29
及
び
「
利
」
78
以
降
の
番
号
は
後
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
項
に

記
し
た
諸
伝
本
及
び
注
（
８
）
に
記
し
た
飯
倉
論
稿
を
参
照
の
上
、〔　

〕
で
表
記

し
た
。
ま
た
、『
本
朝
世
紀
』
は
「
利
」
の
冒
頭
部
に
あ
り
、
番
号
が
付
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
「
利
〔
０
〕」
と
し
た
。

　

一 

．
複
数
冊
に
ま
た
が
る
図
書
に
お
い
て
、
書
名
の
注
記
等
は
表
中
の
初
出
箇
所
に
の

み
記
し
た
。

　

一 

．
①
～
④
に
記
さ
れ
て
い
る
、
点
検
作
業
に
際
し
て
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
斜
線
や
、

書
名
の
上
の
「
一
」
は
省
略
し
た
。

　

一 

．
①
～
④
に
は
、「
此
記
歟
可
考
」
等
、
考
察
の
痕
跡
と
思
わ
れ
る
後
の
書
き
入
れ
が

あ
る
が
、
整
理
結
果
で
は
な
い
た
め
こ
こ
で
は
省
略
し
た
（
当
初
か
ら
の
も
の
は
記

載
）。

　

一
．
墨
滅
箇
所
は
表
に
反
映
さ
せ
て
い
な
い
。



（ 77 ）

図
版
一
（
矢
印
が
「
至
」。
一
画
目
の
横
線
が
「
も
ん
が
ま
え
」
に
、二
画
目
以
降
が
「
閏
」

の
九
～
十
二
画
目
「
王
」
の
部
分
に
見
え
る
。）

→

図
版
二
（
書
名
の
下
の
割
書
部
分
が
⑤
の
筆
跡
）

図
版
五
（
⑤
冒
頭
部
分
）

　

 

図
版
四
（
④
部
分
）
③
に
比
べ
て
整
理

さ
れ
、
左
下
に
丁
付
も
施
さ
れ
て
い
る
。

　

 

図
版
三
（
③
部
分
）
貼
紙
（
矢
印
）
や

訂
正
箇
所
が
見
ら
れ
る
。

→



（ 78 ）

別
表

①
伏

見
宮

蔵
書

目
録

　
第

一
冊

（
伏

-2057）
③

伏
見

宮
蔵

書
目

録
　

第
三

冊
（

伏
-2057）

④
伏

見
宮

御
記

録
類

目
録

（
伏

-197）
⑤

伏
見

宮
文

書
記

録
目

録
（

256-40）
現

在
の

書
名

（
函

架
番

号
・

員
数

は
記

載
せ

ず
）

1
看

聞
御

記
　

応
永

廿
一

年
自

十
二

月
五

日
至

同
十

九
日

称
光

院
御

即
位

散
状

　
一

巻
（

伏
見

殿
御

記
録

）
称

光
院

御
即

位
散

状
応

永
廿

一
年

自
十

二
月

五
日

至
同

十
九

日
　

一
巻

（
御

家
御

記
録

附
後

崇
光

院
宸

筆
類

其
外

雑
々

等
）

称
光

院
御

即
位

散
状

　
応

永
廿

一
年

自
十

二
月

五
日

至
同

十
九

日
　

一
巻

（
元

26）
後

崇
光

院
太

上
皇

宸
筆

　
称

光
院

天
皇

御
即

位
散

状
応

永
廿

一
年

自
十

二
月

五
日

至
同

月
十

九
日

　
一

巻
看

聞
日

記
別

記
（

伏
741）

の
内

2
看

聞
御

記
　

応
永

廿
三

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
三

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

後
崇

光
院

上
皇

宸
筆

之
御

記
也

応
永

廿
三

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
後

崇
光

院
太

上
皇

宸
筆

　
看

聞
御

記
応

永
廿

三
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内

3
看

聞
御

記
　

応
永

廿
四

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
四

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
四

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
四

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

4
看

聞
御

記
　

応
永

廿
五

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
五

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
五

年
自

正
至

十
二

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
五

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

5
看

聞
御

記
　

応
永

廿
六

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
六

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
六

年
自

正
至

十
二

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
六

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

6
看

聞
御

記
　

応
永

廿
七

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
七

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
七

年
自

正
至

十
二

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
七

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

7
看

聞
御

記
　

応
永

廿
八

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
八

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
八

年
自

正
至

十
二

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
八

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

8
看

聞
御

記
　

応
永

廿
九

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
九

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
九

年
自

正
至

十
二

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

廿
九

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

9
看

聞
御

記
　

応
永

卅
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
応

永
卅

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

応
永

卅
年

自
正

至
十

二
　

一
巻

看
聞

御
記

　
応

永
三

十
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
10

看
聞

御
記

　
応

永
卅

一
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
応

永
卅

一
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
応

永
卅

一
年

自
正

至
十

二
　

一
巻

看
聞

御
記

　
応

永
卅

一
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
11

看
聞

御
記

　
応

永
卅

二
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
応

永
卅

二
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
応

永
卅

二
年

自
正

至
十

二
　

一
巻

看
聞

御
記

　
応

永
卅

二
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
12

看
聞

御
記

　
正

長
二

年
自

三
月

至
四

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
正

長
二

年
自

三
月

至
四

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
正

長
二

年
自

三
月

至
四

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
正

長
二

年
自

三
月

九
日

至
十

二
月

廿
九

日
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
13

看
聞

御
記

　
永

享
二

年
自

四
月

廿
八

日
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

亨
（

マ
マ

）
二

年
自

四
月

廿
八

日
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
二

年
自

四
月

廿
八

日
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
二

年
自

四
月

廿
八

日
至

十
二

月
卅

日
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
14

看
聞

御
記

　
永

享
三

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

三
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
三

年
自

正
至

十
二

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

三
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
15

看
聞

御
記

　
永

享
四

年
自

正
月

至
四

月
　

一
冊

　
看

聞
御

記
　

永
享

四
年

自
正

月
至

四
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

四
年

自
正

至
四

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

四
年

自
正

月
至

四
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

16
看

聞
御

記
　

永
享

四
年

自
五

月
至

十
二

月
　

一
冊

二
巻

〔
15と

合
わ

せ
た

員
数

〕
看

聞
御

記
　

永
享

四
年

自
五

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
四

年
自

五
至

十
二

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

四
自

五
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

17
看

聞
御

記
　

永
享

五
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

五
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

五
年

自
正

至
六

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

五
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

18
看

聞
御

記
　

永
享

五
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
五

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

五
年

自
七

至
十

二
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
五

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

19
看

聞
御

記
　

永
享

六
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

六
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

六
年

自
正

至
六

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

六
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

20
看

聞
御

記
　

永
享

六
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
六

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

六
年

自
七

至
十

二
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
六

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

21
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
正

至
三

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

22
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
四

月
至

七
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
四

月
至

七
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
四

至
七

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
四

月
至

七
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

23
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
八

月
至

九
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
八

月
至

九
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
八

至
九

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
八

月
至

九
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

24
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
十

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
七

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

七
年

自
十

至
十

二
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
七

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

25
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
正

至
三

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

26
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
四

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
四

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
四

至
六

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
四

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

27
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
七

至
九

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

28
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
十

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
八

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

八
年

自
十

至
十

二
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
八

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

29
看

聞
御

記
　

永
享

九
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

九
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

九
年

自
正

至
六

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

九
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

30
看

聞
御

記
　

永
享

九
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
九

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

九
年

自
七

至
十

二
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
九

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

31
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
正

至
三

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

32
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
四

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
四

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
四

至
六

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
四

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

33
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
七

至
九

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

34
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
十

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
十

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
年

自
十

至
十

二
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
十

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

35
看

聞
御

記
　

永
享

十
二

年
自

正
一

日
至

三
十

七
日

　
一

巻
永

享
十

二
年

自
正

月
一

日
至

三
月

十
七

日
権

大
納

言
時

房
卿

自
筆

之
暦

記
　

一
巻

権
大

納
言

時
房

卿
自

筆
暦

記
　

一
巻

永
享

十
二

年
自

正
月

一
日

至
三

月
十

七
日

（
利

〔
82〕）

万
里

小
路

時
房

卿
記

永
享

十
二

年
自

正
月

一
日

至
三

月
十

七
日

　
一

巻
廿

二
枚

建
内

記
（

伏
457）

の
内

36
看

聞
御

記
　

嘉
吉

元
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
三

年
為

嘉
吉

元
自

正
月

至
三

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
永

享
十

三
年

為
嘉

吉
元

自
正

至
三

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
三

嘉
吉

元
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

37
看

聞
御

記
　

嘉
吉

元
年

自
四

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

嘉
吉

元
年

自
四

月
至

六
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

永
享

十
三

年
自

四
至

六
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
元

年
自

四
月

至
六

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
38

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

正
月

至
三

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

正
月

至
三

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

正
至

三
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

正
月

至
三

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
39

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

四
月

至
六

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

四
月

至
六

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

四
至

六
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

四
月

至
六

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
40

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

七
月

至
八

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

七
月

至
八

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
七

月
八

月
　

一
巻

〔
貼

紙
〕

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

七
月

至
八

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
41

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
九

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
九

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
九

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

九
月

至
九

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内
42

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
看

聞
御

記
　

嘉
吉

三
年

自
十

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

御
記

　
嘉

吉
三

年
自

十
至

十
二

　
一

巻
看

聞
御

記
　

嘉
吉

三
年

自
十

月
至

十
二

月
　

一
巻

看
聞

日
記

（
特

107）
の

内

43
看

聞
御

記
　

文
安

四
年

自
十

月
至

十
二

月
内

尊
号

宣
下

文
安

五
年

正
月

　
尊

号
宣

下
御

報
書

之
事

　
合

壱
巻

看
聞

御
記

　
文

安
四

年
自

十
月

至
十

二
月

尊
号

宣
下

文
安

五
年

正
月

　
尊

号
宣

下
御

報
書

之
事

　
合

一
巻

看
聞

御
記

　
文

安
四

年
自

十
月

至
十

二
月

　
尊

号
宣

下
文

安
五

年
正

月
　

尊
号

宣
下

御
報

書
之

事
　

合
一

巻
看

聞
御

記
　

自
文

安
四

年
十

月
十

四
日

至
同

五
年

四
月

七
日

　
一

巻
看

聞
日

記
（

特
107）

の
内

44
尊

号
後

諸
家

拝
賀

之
記

　
一

巻
自

宝
徳

三
年

正
月

一
日

至
享

徳
三

年
自

宝
徳

三
年

正
月

一
日

至
享

徳
三

年
尊

号
後

諸
家

拝
賀

之
御

記
　

一
巻

（
元

25）
後

崇
光

院
太

上
皇

宸
筆

　
一

巻
貞

成
親

王
院

号
之

後
諸

家
拝

賀
記

　
宝

徳
三

年
正

月
以

下
看

聞
日

記
別

記
（

伏
741）

の
内

45
椿

葉
御

記
　

二
巻

椿
葉

御
記

　
三

巻
〔

46と
合

記
か

〕
（

元
〔

29〕）
後

崇
光

院
太

上
皇

宸
筆

　
椿

葉
御

記
　

二
巻

椿
葉

記
（

伏
4）、

椿
葉

記
（

伏
5）

46
椿

葉
御

記
　

一
巻



（ 79 ）

47
（

記
者

不
知

之
分

）
弘

安
九

年
正

月
自

一
日

至
六

日
　

一
巻

（
年

紀
並

記
者

不
知

之
分

）
弘

安
九

年
自

正
月

一
日

至
六

日
　

一
巻

（
古

記
記

者
不

知
之

分
）

弘
安

九
年

自
正

月
一

日
至

六
日

　
一

巻
（

利
〔

79〕）
弘

安
九

年
自

正
月

一
日

至
同

月
六

日
　

一
巻

十
三

枚
前

豊
前

守
憲

説
記

（
伏

472）

48
（

記
者

不
知

之
分

）
長

元
二

年
自

正
月

至
三

月
二

日
　

一
巻

春
記

　
　

春
宮

大
夫

資
房

卿
記

自
筆

歟
　

長
元

二
年

自
正

月
至

三
月

二
日

　
一

巻
春

記
　

春
宮

大
夫

資
房

卿
記

　
自

筆
歟

可
考

　
長

元
二

年
自

正
月

至
三

月
二

日
　

一
巻

　
此

記
歟

可
考

（
利

9）
野

府
記

　
後

小
野

宮
右

大
臣

藤
原

実
資

公
自

筆
記

一
名

小
右

記
又

続
水

心
記

　
長

元
二

年
自

正
月

至
三

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

49
（

記
者

不
知

之
分

）
広

義
門

院
御

産
記

　
延

慶
四

年
自

三
月

十
九

日
至

四
月

廿
五

日
　

一
巻

（
年

紀
並

記
者

不
知

之
分

）
広

義
門

院
御

産
記

　
延

慶
四

年
自

三
月

十
九

日
至

四
月

廿
五

日
　

一
巻

（
御

産
之

部
）

広
義

門
院

御
産

記
　

延
慶

四
年

自
三

月
廿

九
日

至
四

月
廿

五
日

　
一

巻
（

利
37）

広
義

門
院

御
産

記
　

延
慶

四
年

三
月

　
一

巻
広

義
門

院
御

産
愚

記
（

伏
620）

の
内

50
（

記
者

不
知

之
分

）
行

幸
御

幸
日

数
　

自
正

応
三

年
八

月
廿

七
日

至
嘉

元
二

年
七

月
　

一
巻

（
年

紀
並

記
者

不
知

之
分

）
行

幸
御

幸
日

数
　

自
正

応
三

年
八

月
廿

七
日

至
嘉

元
二

年
七

月
　

一
巻

（
行

幸
御

幸
之

部
）

行
幸

御
幸

日
数

　
自

正
応

三
年

八
月

廿
七

日
至

嘉
元

二
年

七
月

　
一

巻
（

利
50）（

伏
見

院
天

皇
宸

筆
）

行
幸

御
幸

日
数

　
自

正
応

首
欠

至
嘉

元
　

一
巻

行
幸

御
幸

留
（

伏
708）

51
（

記
者

不
知

之
分

）
寛

和
元

年
記

　
自

正
月

廿
一

日
至

十
二

月
廿

三
日

　
一

巻
春

記
〔

貼
紙

〕　
寛

和
元

年
　

自
正

月
廿

一
日

至
十

二
月

廿
三

日
　

一
巻

春
記

　
寛

和
元

年
　

自
筆

歟
猶

可
考

　
自

正
月

廿
一

日
至

十
二

月
廿

三
日

　
一

巻
（

利
〔

79〕）
寛

和
元

年
自

正
月

廿
一

日
至

十
二

月
廿

三
日

　
一

巻
十

五
枚

野
府

記
（

伏
2）

の
内

52
（

記
者

不
知

之
分

）
康

平
七

年
記

　
自

正
至

六
廿

　
一

巻
春

記
　

康
平

七
年

自
正

月
廿

一
日

至
十

二
月

廿
三

日
　

一
巻

春
記

　
康

平
七

年
自

正
月

廿
一

日
至

十
二

月
廿

三
日

　
一

巻
（

利
〔

81〕）
康

平
七

年
　

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
卅

枚
　

自
筆

暦
記

水
左

記
（

伏
1）

の
内

53
（

記
者

不
知

之
分

）
正

元
元

年
自

六
七

日
至

八
廿

八
日

　
一

巻
（

年
紀

並
記

者
不

知
之

分
）

正
元

元
年

自
六

月
七

日
至

八
月

廿
八

日
　

一
巻

（
古

記
記

者
不

知
之

分
）

正
元

元
年

自
六

月
七

日
至

八
月

廿
八

日
　

一
巻

（
利

〔
79〕）

正
元

元
年

自
六

月
七

日
至

八
月

廿
八

日
尾

欠
　

一
巻

東
宮

御
元

服
部

類
記

（
伏

630）
の

内

54
（

記
者

不
知

之
分

）
久

安
六

年
自

七
月

到
十

二
月

　
一

巻
（

年
紀

並
記

者
不

知
之

分
）

久
安

六
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
古

記
記

者
不

知
之

分
）

久
安

六
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

11）
記

者
不

分
明

　
久

安
六

年
記

　
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

紀
（

伏
417）

の
内

55
（

記
者

不
知

之
分

）
正

嘉
元

　
秋

　
一

巻
（

年
紀

並
記

者
不

知
之

分
）

正
嘉

元
年

　
秋

七
八

九
　

一
巻

（
古

記
記

者
不

知
之

分
）

正
嘉

元
年

　
秋

七
月

八
月

九
月

　
一

巻
56

（
記

者
不

知
之

分
）

外
〔

マ
マ

、
以

下
④

ま
で

同
〕

子
抄

　
天

瑞
第

一
（

雑
々

之
部

）
外

子
抄

　
天

端
〔

マ
マ

〕
第

一
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

外
子

抄
　

天
瑞

第
一

　
一

巻
57

（
記

者
不

知
之

分
）

後
七

日
法

　
久

寿
二

年
以

下
　

一
巻

（
御

仏
事

）
後

七
日

法
　

久
寿

二
年

以
下

　
一

巻
（

御
堂

供
養

部
類

）
後

七
日

法
　

久
寿

二
年

以
下

　
一

巻

58
（

記
者

不
知

之
分

）
八

幡
行

幸
歟

之
記

　
年

月
不

知
　

一
巻

後
崇

光
上

皇
宸

筆
歟

可
考

（
行

幸
）

八
幡

行
幸

歟
之

記
　

年
月

不
知

　
一

巻
　

後
崇

光
院

上
皇

宸
筆

歟
可

考
　

（
行

幸
御

幸
之

部
）

八
幡

行
幸

歟
之

記
　

年
月

可
考

　
後

崇
光

院
宸

筆
歟

可
考

　
一

巻
　

（
元

25）
後

崇
光

院
太

上
皇

宸
筆

　
八

幡
行

幸
記

　
首

欠
　

一
巻

後
嵯

峨
院

行
幸

記
（

伏
487）

59
（

記
者

不
知

之
分

）
古

記
之

筆
物

　
一

枚
　

案
　

後
崇

光
院

宸
筆

歟

60
（

記
者

不
知

之
分

）
三

月
以

下
　

一
巻

（
年

紀
並

記
者

不
知

之
分

）
三

月
以

下
之

記
　

年
紀

不
知

　
一

巻
（

年
月

記
者

不
知

古
記

）
三

月
以

下
之

記
　

一
巻

61
（

記
者

不
知

之
分

）
建

暦
三

年
之

古
記

　
記

者
不

知
　

離
々

（
年

紀
並

記
者

不
知

之
分

）
建

暦
三

年
記

　
離

レ
ゝ

ゝ
（

年
月

記
者

不
知

古
記

）
建

暦
三

年
記

　
離

レ
ゝ

ゝ

62
（

記
者

不
知

之
分

）
正

慶
元

年
自

十
月

二
日

至
十

二
月

十
二

日
　

一
巻

　
経

顕
奏

状
（

雑
々

之
部

）
正

慶
元

年
自

十
月

二
日

閏
〔

マ
マ

〕
十

二
月

十
二

日
　

経
顕

奏
状

　
一

巻
（

公
事

之
諸

書
）

正
慶

元
年

自
十

月
二

日
閏

〔
マ

マ
〕

十
二

月
十

二
日

　
経

顕
奏

状
　

一
巻

（
利

〔
81〕）

正
慶

元
年

経
顕

奏
状

　
四

通
　

自
十

月
二

日
至

十
二

月
十

二
日

　
勧

修
寺

経
顕

奏
事

目
録

（
伏

443）

63
（

記
者

不
知

之
分

）
南

山
御

出
之

次
第

並
明

徳
三

閏
十

二
月

三
種

霊
宝

入
洛

内
侍

所
御

神
楽

事
　

一
巻

（
行

幸
）

南
山

御
出

次
第

並
明

徳
三

閏
十

二
月

　
一

巻
三

種
霊

宝
入

洛
内

侍
所

御
神

楽
等

之
事

（
行

幸
御

幸
之

部
）

南
山

御
出

次
第

並
明

徳
三

閏
十

二
月

三
種

霊
宝

入
洛

内
侍

所
御

神
楽

等
之

事
　

一
巻

（
利

71）
南

山
御

出
次

第
　

一
通

南
山

御
出

記
（

伏
392）

64
（

記
者

不
知

之
分

）
弘

長
御

書
草

　
一

巻
弘

長
御

書
草

　
一

巻
（

御
代

可
考

宸
筆

）
弘

長
御

書
草

　
一

巻

65
（

記
者

不
知

之
分

）
古

記
　

暦
の

裏
ニ

認
有

之
（

年
紀

並
記

者
不

知
之

分
）

古
記

　
暦

の
裏

ニ
認

有
之

　
一

巻
（

年
月

記
者

不
知

古
記

）
古

記
　

暦
之

裡
書

　
一

巻

66
（

記
者

不
知

之
分

）
御

記
　

不
分

明
　

小
一

巻
（

年
紀

並
記

者
不

知
之

分
）

御
記

　
不

分
明

　
小

一
巻

（
宸

筆
御

記
　

御
時

代
可

考
）

御
記

　
不

分
明

　
小

一
巻

（
利

〔
83〕）

御
記

　
年

紀
記

者
不

分
明

　
二

枚
到

弓
場

蔵
人

大
進

資
宣

ト
ア

リ
任

大
臣

並
東

宮
傅

拝
賀

記
（

伏
492）

67
長

秋
記

　
師

時
卿

記
　

白
河

法
皇

崩
御

記
　

大
治

四
年

自
七

月
六

日
至

同
丗

日
　〔

員
数

な
し

〕
長

秋
記

　
師

時
卿

記
　

大
治

四
年

自
七

月
六

日
至

同
丗

日
　

白
河

法
皇

崩
御

記
　

一
巻

長
秋

記
　

皇
后

宮
権

大
夫

師
時

卿
記

　
大

治
四

年
自

七
月

六
日

至
同

丗
日

　
白

河
法

皇
崩

御
記

　
一

巻
　

（
利

55）
白

河
院

崩
御

以
下

記
　

一
巻

　
長

杖
〔

秋
〕

記
師

時
卿

記
大

治
四

年
自

七
月

六
日

至
同

月
丗

日
　

白
河

院
崩

御
部

類
記

（
伏

596）

68
行

成
卿

記
　

長
徳

四
年

自
七

月
二

日
至

十
二

月
　

一
巻

行
成

卿
記

　
長

徳
四

年
自

七
月

二
日

至
十

二
月

　
一

巻
行

成
卿

記
　

自
筆

　
長

徳
四

年
自

七
月

二
日

至
十

二
月

　
一

巻
（

利
1）

行
成

卿
記

　
世

尊
寺

権
大

納
言

藤
原

行
成

卿
長

徳
四

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
行

成
卿

記
（

伏
3）

の
内

69
行

成
卿

記
　

東
三

条
院

賀
記

　
一

巻
行

成
卿

記
　

東
三

条
院

賀
記

　
一

巻
行

成
卿

記
　

東
三

条
院

御
賀

記
　

一
巻

（
利

59）
東

三
条

院
賀

記
　

一
通

　
行

成
卿

　
嘉

保
三

年
十

月
　

東
三

条
院

藤
原

詮
子

四
十

賀
記

（
伏

398）

70
守

邦
王

立
親

王
立

太
子

記
　

鷹
司

前
関

白
記

　
一

巻
守

邦
王

立
親

王
立

太
子

記
　

鷹
司

前
関

白
記

　
一

巻
鷹

司
前

関
白

記
　

守
邦

王
立

親
王

立
太

子
記

　
一

巻
（

利
43）

守
邦

王
立

親
王

立
太

子
記

　
鷹

司
前

関
白

記
　

一
通

守
邦

王
立

親
王

並
尊

治
親

王
立

太
子

次
第

（
伏

633）

71
石

清
水

放
生

会
散

状
　

享
徳

元
年

十
二

十
五

　
一

枚
石

清
水

放
生

会
散

状
　

享
徳

元
年

十
二

月
十

五
日

　
一

枚
（

雑
々

之
部

）
石

清
水

放
生

会
散

状
　

享
徳

元
年

十
二

月
十

五
日

　
一

枚
（

利
71）

石
清

水
放

生
会

散
状

　
享

徳
元

年
十

二
月

十
五

日
　

一
通

石
清

水
放

生
会

散
状

（
伏

362）

72
第

一
成

俊
記

　
正

元
元

年
八

月
廿

八
日

　
第

二
資

宣
記

　
一

巻
成

俊
記

　
第

一
正

元
元

年
八

月
廿

八
日

　
第

二
資

宣
記

　
一

巻
成

俊
記

　
第

一
正

元
元

年
八

月
廿

八
日

　
第

二
資

宣
記

　
一

巻
東

宮
御

元
服

部
類

記
（

伏
630）

の
内

73
山

階
左

府
実

雄
公

之
記

　
正

応
元

年
同

二
年

正
月

三
ケ

日
　

一
巻

山
階

左
府

実
雄

公
之

記
　

正
応

元
年

同
二

年
正

月
三

ケ
日

　
一

巻
山

階
左

大
臣

実
雄

公
之

記
　

正
応

元
年

同
二

年
正

月
三

ケ
日

　
合

一
巻

（
利

71）
元

三
御

薬
之

事
　

一
通

　
山

階
入

道
左

府
実

雄
公

記
　

正
応

元
年

同
二

年
元

三
御

薬
記

（
伏

399）

74
太

宰
帥

親
王

家
御

遺
領

目
録

　
二

枚
太

宰
帥

親
王

家
御

遺
領

目
録

　
二

枚
（

雑
々

之
部

）
太

宰
帥

親
王

家
御

遺
領

目
録

　
二

枚
（

利
71）

太
宰

帥
親

王
家

御
遺

領
目

録
　

一
通

故
太

宰
帥

世
良

親
王

家
御

遺
領

等
目

録
（

伏
408）

75
経

俊
卿

記
　

自
筆

暦
記

　
文

応
元

年
自

七
廿

至
九

七
　

一
巻

経
俊

卿
記

　
自

筆
暦

記
　

文
応

元
年

自
七

月
廿

日
至

九
月

七
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
　

自
筆

暦
記

　
文

応
元

年
自

七
月

廿
日

至
九

月
七

日
　

一
巻

（
利

〔
78〕）

経
俊

卿
記

　
自

筆
　

文
応

元
年

自
七

月
廿

日
至

九
月

七
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
（

伏
617）

の
内

76
経

俊
卿

記
　

建
長

八
年

自
八

月
一

日
至

同
十

四
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
　

建
長

八
年

自
八

月
一

日
至

同
十

四
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
　

建
長

八
年

自
八

月
一

日
至

同
十

四
日

　
一

巻
（

利
〔

78〕）
経

俊
卿

記
　

建
長

八
年

自
八

月
一

日
至

同
月

十
四

日
　

一
巻

経
俊

卿
記

（
伏

617）
の

内

77
経

俊
卿

記
　

嘉
禎

四
年

自
四

月
七

日
至

同
廿

五
日

嘉
禎

四
年

自
十

月
一

日
至

同
廿

六
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
　

嘉
禎

四
年

自
四

月
七

日
至

同
廿

七
日

嘉
禎

四
年

自
十

月
一

日
至

同
廿

六
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
　

嘉
禎

四
年

自
四

月
七

日
至

同
廿

七
日

　
一

巻
嘉

禎
四

年
自

十
一

月
一

日
至

同
廿

六
日

　
一

巻
（

利
〔

78〕）
経

俊
卿

記
　

嘉
禎

四
年

自
四

月
七

日
至

廿
七

日
自

十
月

一
日

至
廿

七
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
（

伏
617）

の
内

78
経

俊
卿

記
　

正
元

元
年

自
四

月
十

七
日

至
六

月
十

四
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
　

正
元

元
年

自
四

月
十

七
日

至
六

月
十

四
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
　

正
元

元
年

自
四

月
十

七
日

至
六

月
十

四
日

　
一

巻
（

利
〔

78〕）
経

俊
卿

記
　

正
元

元
年

自
四

月
十

七
日

至
六

月
十

四
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
（

伏
617）

の
内

79
経

俊
卿

記
　

建
長

六
年

自
七

月
一

日
至

九
月

三
十

日
　

一
巻

経
俊

卿
記

　
建

長
六

年
自

七
月

一
日

至
九

月
三

十
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
　

建
長

六
年

自
七

月
一

日
至

九
月

卅
日

　
一

巻
（

利
〔

78〕）
経

俊
卿

記
　

建
長

六
年

自
七

月
一

日
至

九
月

三
十

日
　

一
巻

経
俊

卿
記

（
伏

617）
の

内



（ 80 ）

80
経

俊
卿

記
　

正
嘉

元
年

自
四

月
一

日
至

六
月

廿
二

日
　

一
巻

経
俊

卿
記

　
正

嘉
元

年
自

四
月

一
日

至
六

月
廿

二
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
　

正
嘉

元
年

自
四

月
一

日
至

六
月

廿
二

日
　

一
巻

（
利

〔
78〕）

経
俊

卿
記

　
正

嘉
元

年
自

四
月

一
日

至
六

月
廿

二
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
（

伏
617）

の
内

81
経

俊
卿

記
　

建
長

八
年

自
四

月
五

日
至

六
月

廿
九

日
　

一
巻

経
俊

卿
記

　
建

長
八

年
自

四
月

五
日

至
六

月
廿

九
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
　

建
長

八
年

自
四

月
五

日
至

六
月

廿
九

日
　

一
巻

（
利

〔
78〕）

経
俊

卿
記

　
建

長
八

年
自

四
月

五
日

至
六

月
廿

九
日

　
一

巻
経

俊
卿

記
（

伏
617）

の
内

82
経

俊
卿

記
　

文
応

元
年

自
九

月
八

日
至

廿
七

日
　

一
巻

経
俊

卿
記

　
文

応
元

年
自

九
月

八
日

至
廿

七
日

一
巻

経
俊

卿
記

　
文

応
元

年
自

九
月

八
日

至
廿

七
日

　
一

巻
（

利
〔

78〕）
経

俊
卿

記
　

文
応

元
年

自
九

月
八

日
至

同
月

廿
七

日
　

一
巻

経
俊

卿
記

（
伏

617）
の

内

83
経

俊
卿

記
　

年
記

不
知

　
三

十
一

枚
（

利
〔

78〕）
経

俊
卿

記
　

年
記

不
分

明
　

一
巻

三
十

一
枚

経
俊

卿
記

（
伏

617）
の

内

84
聖

護
院

宮
入

室
記

　
経

俊
卿

記
　

弘
長

二
年

十
月

六
日

〔
員

数
な

し
〕

経
俊

卿
記

　
弘

長
二

年
十

月
六

日
聖

護
院

宮
入

室
記

一
巻

経
俊

卿
記

　
弘

長
二

年
十

月
六

日
聖

護
院

宮
入

室
記

　
一

巻
（

利
59）

入
御

聖
護

院
事

　
一

通
　

経
俊

卿
記

　
弘

長
二

年
十

月
経

俊
卿

記
（

伏
617）

の
内

85
花

園
院

御
記

　
正

和
二

年
自

正
月

一
日

至
六

月
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

正
和

二
年

自
正

月
一

日
至

六
月

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
宸

筆
暦

記
　

正
和

二
年

自
正

月
一

日
至

六
月

　
一

巻
（

元
11）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

正
和

二
年

自
正

月
一

日
至

六
月

廿
九

日
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

86
花

園
院

御
記

　
正

和
二

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
正

和
二

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
正

和
二

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
（

元
11）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

正
和

二
年

自
七

月
一

日
中

欠
至

十
二

月
卅

日
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

87
花

園
院

御
記

　
正

和
三

年
自

正
月

二
日

暦
記

至
六

月
廿

九
日

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
正

和
三

年
自

正
月

二
日

至
六

月
廿

九
日

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
正

和
三

年
自

正
月

二
日

至
六

月
廿

九
日

　
一

巻
（

元
11）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

正
和

三
年

自
正

月
二

日
至

六
月

卅
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

88
花

園
院

御
記

　
文

保
元

年
自

正
月

朔
日

至
三

月
卅

日
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

正
和

六
年

為
文

保
元

自
正

月
一

日
至

三
月

卅
日

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
正

和
六

年
為

文
保

元
　

自
正

月
一

日
至

三
月

卅
日

　
一

巻
（

元
12）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

正
和

六
文

保
元

年
　

自
正

月
一

日
至

三
月

卅
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

89
花

園
院

御
記

　
文

保
元

年
自

四
月

朔
日

至
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

文
保

元
年

自
四

月
朔

日
至

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
正

和
六

年
自

四
月

一
日

至
　

一
巻

（
元

12）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
文

保
元

年
自

四
月

一
日

至
六

月
廿

九
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

90
花

園
院

御
記

　
文

保
二

年
正

月
七

日
御

記
　

一
巻

　
花

園
院

御
記

　
文

保
二

年
正

月
七

日
御

記
　

一
巻

　
花

園
院

御
記

　
文

保
二

年
正

月
七

日
御

記
　

一
巻

　
（

元
12）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

文
保

二
年

正
月

七
日

　
一

巻
　

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

91
花

園
院

御
記

　
元

応
三

年
元

享
〔

マ
マ

〕
元

上
自

正
月

一
日

至
同

月
十

五
日

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

応
三

年
為

元
亨

元
　

自
正

月
一

日
至

同
月

十
五

日
　

上
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

応
三

年
為

元
亨

元
　

自
正

月
一

日
至

同
月

十
五

日
　

上
一

巻
（

元
15）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

元
応

三
為

元
亨

元
年

　
自

正
月

元
日

至
同

月
十

五
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

92
花

園
院

御
記

　
元

応
三

年
元

享
〔

マ
マ

〕
元

中
自

正
十

六
日

至
六

月
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

元
応

三
年

自
正

月
十

六
日

至
六

月
　

中
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

応
三

年
自

正
月

十
六

日
至

六
月

　
中

一
巻

（
元

15）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
元

応
三

年
自

正
月

至
六

月
廿

九
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

93
花

園
院

御
記

　
応

長
元

年
自

正
月

三
日

至
六

月
十

四
日

　
花

園
院

御
元

服
歟

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
応

長
元

年
自

正
月

三
日

至
六

月
十

四
日

　
花

園
院

御
元

服
記

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
応

長
元

年
自

正
月

三
日

至
六

月
十

四
日

　
花

園
院

御
元

服
記

　
一

巻
（

元
10）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

延
慶

四
応

長
元

年
自

正
月

首
欠

至
六

月
十

五
日

　
一

巻
　

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

94
〔

貼
紙

、
書

名
ナ

シ
〕

元
応

元
年

自
五

月
至

六
月

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

応
元

年
自

五
月

至
六

月
　

一
巻

（
元

13）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
元

応
元

年
自

五
月

一
日

至
六

月
晦

日
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

95
〔

貼
紙

、
書

名
ナ

シ
〕

元
応

元
年

自
七

月
至

八
月

廿
四

日
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

元
応

元
年

自
七

月
至

八
月

廿
四

日
　

一
巻

（
元

13）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
元

応
元

年
自

七
月

一
日

中
欠

至
八

月
廿

四
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

96
〔

貼
紙

、
書

名
ナ

シ
〕

元
応

元
年

自
九

月
至

十
二

〔
マ

マ
、

十
か

〕
月

二
日

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

応
元

年
自

九
月

至
十

二
〈

十
歟

〉
月

二
日

　
一

巻
（

元
13）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

元
応

元
年

自
九

月
一

日
至

十
月

二
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

97
〔

貼
紙

、
書

名
ナ

シ
〕

元
応

元
年

自
十

月
十

八
日

至
十

二
月

廿
九

日
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

元
応

元
年

自
十

月
十

八
日

至
十

二
月

廿
九

日
　

一
巻

（
元

13）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
元

応
元

年
自

十
月

十
八

日
至

十
二

月
廿

三
日

尾
欠

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

98
〔

貼
紙

、
書

名
ナ

シ
〕

応
長

元
年

二
年

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
応

長
元

年
二

年
　

一
巻

（
元

19）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
応

長
元

年
自

十
一

月
一

日
至

同
月

卅
日

　
不

連
続

十
五

巻
〔

の
内

〕
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

99
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

応
長

元
年

自
五

日
至

八
日

　
不

連
続

十
五

巻
〔

の
内

、
98か

ら
分

割
か

、
応

長
二

年
十

月
〕

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

100
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

応
長

二
年

自
六

月
一

日
至

同
月

五
日

　
不

連
続

十
五

巻
〔

の
内

、
98か

ら
分

割
か

〕
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

101
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

応
長

元
〔

元
亨

二
〕

年
十

二
月

不
連

続
十

五
巻

〔
の

内
〕

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

102
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

応
長

元
〔

二
〕

年
自

六
日

首
欠

至
同

十
三

日
　

不
連

続
十

五
巻

〔
の

内
、

応
長

二
年

十
一

月
〕

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

103
〔

貼
紙

、
書

名
な

し
〕

元
応

二
年

自
正

月
至

六
月

歟
　

上
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

応
二

年
自

正
月

至
六

月
歟

　
上

一
巻

（
元

〔
29〕）

花
園

天
皇

宸
記

　
元

応
二

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

104
〔

貼
紙

、
書

名
な

し
〕

元
応

二
年

自
七

月
至

十
二

月
歟

　
下

一
巻

花
園

院
御

記
　

元
応

二
年

自
七

月
至

十
二

月
歟

　
下

一
巻

（
元

14）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
元

応
二

年
自

七
月

一
日

至
十

二
月

廿
九

日
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

105
花

園
院

御
記

　
応

長
二

年
自

正
月

朔
至

三
月

廿
九

日
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

応
長

二
年

自
正

月
一

日
至

三
月

廿
九

日
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

応
長

二
年

自
正

月
一

日
至

三
月

廿
九

日
　

一
巻

（
元

10）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
応

長
二

年
自

正
月

一
日

至
三

月
廿

九
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

106
花

園
院

御
記

　
元

享
〔

マ
マ

〕
四

年
正

中
元

上
自

正
月

至
三

月
廿

八
日

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

亨
四

年
為

正
中

元
　

自
正

月
至

三
月

廿
八

日
　

上
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

亨
四

年
為

正
中

元
自

正
月

至
三

月
廿

八
日

　
上

一
巻

（
元

16）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
元

亨
四

年
自

正
月

一
日

至
三

月
廿

九
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

107
花

園
院

御
記

　
元

享
〔

マ
マ

〕
四

年
自

四
月

至
十

二
月

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

亨
四

年
自

四
月

至
十

二
月

下
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

亨
四

年
自

四
月

至
十

二
月

　
下

一
巻

（
元

〔
29〕）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

正
中

元
年

自
四

月
至

十
二

月
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

108
花

園
院

御
記

　
正

中
二

年
上

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
正

中
二

年
自

正
月

至
六

月
　

　
上

一
巻

花
園

院
御

記
　

正
中

二
年

自
正

月
至

六
月

　
上

一
巻

（
元

17）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
正

中
二

年
自

正
月

一
日

至
六

月
三

十
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

109
花

園
院

御
記

　
正

中
二

年
下

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

正
中

二
年

自
七

月
至

十
二

月
　

下
一

巻
花

園
院

御
記

　
正

中
二

年
自

七
月

至
十

二
月

　
下

一
巻

（
元

17）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
正

中
二

年
自

七
月

一
日

至
十

二
月

三
十

日
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

110
花

園
院

御
記

　
元

徳
元

年
自

十
二

月
廿

九
日

至
十

二
月

廿
八

日
〔

マ
マ

〕　
光

厳
院

御
元

服
記

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

徳
元

年
自

十
二

月
廿

九
日

至
十

二
月

廿
八

日
〔

マ
マ

〕
以

上
二

日
也

　
光

厳
院

御
元

服
記

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

徳
元

年
自

十
二

月
廿

八
日

至
廿

九
日

以
上

二
日

之
御

記
　

光
厳

院
御

元
服

記
　

一
巻

（
元

〔
29〕）

花
園

天
皇

宸
記

　
元

徳
元

年
自

十
二

月
廿

八
日

至
同

月
廿

九
日

　
光

厳
院

御
元

服
記

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

111
花

園
院

御
記

　
元

亨
元

年
下

　
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

応
三

年
　

自
七

月
至

十
二

月
　

下
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

応
三

年
自

七
月

至
十

二
月

　
下

一
巻

（
元

15）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
元

応
三

年
自

七
月

一
日

至
十

二
月

廿
九

日
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内
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112
花

園
院

御
記

　
元

亨
二

年
上

　
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

元
亨

二
年

　
自

正
月

至
六

月
　

上
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

亨
二

年
自

正
月

至
六

月
　

上
一

巻
（

元
15）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

元
亨

二
年

自
正

月
一

日
至

六
月

卅
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

113
花

園
院

御
記

　
元

亨
二

年
下

　
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

亨
二

年
　

自
七

月
至

十
二

月
　

下
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

亨
二

年
自

七
月

至
十

二
月

　
下

一
巻

（
元

15）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
元

亨
二

年
自

七
月

一
日

至
十

二
月

廿
九

日
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

114
花

園
院

御
記

　
元

亨
三

年
上

　
自

四
月

〔「
至

」
欠

〕
九

月
廿

五
日

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

亨
三

年
自

四
月

至
九

月
廿

五
日

　
上

一
巻

花
園

院
御

記
　

元
亨

三
年

自
四

月
至

九
月

廿
五

日
　

上
一

巻
（

元
16）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

元
亨

三
年

自
四

月
朔

日
至

欠
九

月
廿

九
〔

マ
マ

〕
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

115
花

園
院

御
記

　
元

亨
三

年
下

自
九

廿
六

日
至

十
二

月
　

一
巻

花
園

院
御

記
　

元
亨

三
年

自
九

月
廿

六
日

至
十

二
月

　
下

一
巻

花
園

院
御

記
　

元
亨

三
年

自
九

月
廿

六
日

至
十

二
月

　
下

一
巻

（
元

16）
花

園
院

天
皇

宸
記

　
元

亨
三

年
自

九
月

廿
六

日
至

十
二

月
廿

九
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

116
花

園
院

御
記

　
元

亨
〔

マ
マ

〕
二

年
自

十
月

廿
八

日
至

十
二

月
十

七
日

　
光

厳
院

御
禊

大
嘗

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

亨
〔

マ
マ

〕
二

年
自

十
月

廿
八

日
至

十
二

月
十

七
日

　
一

巻
〔「

光
厳

院
御

禊
大

嘗
会

記
」

後
書

〕
花

園
院

御
記

　
元

亨
〔

マ
マ

〕
二

年
自

十
月

廿
八

日
至

十
二

月
十

七
日

　
光

厳
院

御
禊

大
嘗

会
御

記
　

一
巻

（
元

18）
花

園
院

院
天

皇
宸

記
　

一
巻

　
元

弘
二

年
自

十
月

廿
八

日
首

欠
至

十
一

月
十

六
日

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

117
花

園
院

御
記

　
年

紀
未

考
　

一
包

四
巻

花
園

院
御

記
　

年
号

未
考

　
一

包
五

巻
（

元
16）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

元
亨

三
年

自
三

月
一

日
至

同
月

晦
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

118
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

自
九

月
朔

日
至

同
月

五
日

　
不

連
続

十
五

巻
〔

の
内

、
元

応
二

年
九

月
〕

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

119
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

自
九

月
七

日
首

欠
至

十
月

四
日

　
不

連
続

十
五

巻
〔

の
内

、
応

長
二

年
〕

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

120
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

自
十

二
月

十
七

日
首

欠
至

十
二

月
廿

九
日

　
不

連
続

十
五

巻
〔

の
内

、
応

長
元

年
〕

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

121
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

自
十

一
月

廿
八

日
至

十
二

月
三

日
　

不
連

続
十

五
巻

〔
の

内
、

応
長

二
年

〕
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

122
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

自
十

二
月

一
日

中
欠

至
十

二
月

十
四

日
　

不
連

続
十

五
巻

〔
の

内
、

応
長

元
年

〕
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

123
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

応
長

三
〔

二
〕

年
自

八
月

廿
日

至
九

月
六

日
　

不
連

続
十

五
巻

〔
の

内
〕

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

124
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

応
長

三
〔

二
〕

年
自

十
一

日
至

十
二

日
　

不
連

続
十

五
巻

〔
の

内
、

七
月

〕
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

125
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

年
月

日
不

明
　

不
連

続
十

五
巻

〔
の

内
、

正
和

二
年

か
〕

〔
現

存
せ

ず
〕

126
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

年
月

日
不

明
　

不
連

続
十

五
巻

〔
の

内
、

応
長

元
年

十
二

月
二

十
一

日
〕

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

127
（

元
19）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

自
九

日
首

欠
至

十
日

　
不

連
続

十
五

巻
〔

の
内

、
元

応
元

年
七

月
〕

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

128
（

元
9）

花
園

院
天

皇
宸

筆
　

誡
太

子
書

　
元

徳
二

年
二

月
　

一
巻

　
古

漆
箱

入
誡

太
子

書
（

伏
733）

129
（

元
9）

花
園

院
天

皇
宸

筆
　

学
道

之
御

記
　

不
連

続
　

一
巻

学
道

之
御

記
（

伏
734）

130
承

平
四

年
三

月
皇

后
五

十
賀

事
　

一
巻

（
御

賀
）

承
平

四
年

三
月

皇
后

五
十

賀
事

　
一

巻
（

御
賀

）
承

平
四

年
三

月
　

皇
后

五
十

賀
事

　
一

巻
（

利
51）

皇
后

五
十

賀
事

　
承

平
四

年
三

月
　

一
巻

皇
太

后
藤

原
穏

子
御

賀
記

（
伏

397）

131
准

后
九

十
賀

記
　

滋
野

井
実

冬
卿

記
　

弘
安

八
年

二
月

　
一

巻
　

（
御

賀
）

准
后

九
十

賀
記

　
滋

野
井

実
冬

卿
記

自
筆

也
　

弘
安

八
年

二
月

　
一

巻
　

（
御

賀
）

准
后

九
十

賀
記

　
弘

安
八

年
二

月
　

滋
野

井
実

冬
卿

自
筆

記
　

一
巻

　
（

利
51）

准
后

九
十

賀
記

　
弘

安
八

年
二

月
　

滋
野

井
実

冬
卿

自
筆

記
　

一
巻

　
北

山
准

后
藤

原
姞

子
九

十
賀

記
（

伏
401）

132
葉

黄
記

　
一

名
葉

禅
記

　
葉

室
権

中
納

言
藤

定
嗣

卿
　

宝
治

元
年

四
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
自

筆
之

記
　

葉
室

権
中

納
言

定
嗣

卿
　

宝
治

元
年

四
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
葉

室
権

中
納

言
定

嗣
卿

自
筆

記
　

宝
治

元
年

四
月

　
一

巻
（

利
17）

葉
黄

記
　

葉
室

権
中

納
言

藤
原

定
嗣

卿
自

筆
記

　
宝

治
元

年
四

月
　

一
巻

葉
黄

記
（

伏
749）

の
内

133
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
正

五
　

一
巻

葉
黄

記
　

宝
治

二
年

正
五

　
一

巻
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
正

月
五

月
　

一
巻

（
利

18）
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
春

夏
　

一
巻

葉
黄

記
（

伏
749）

の
内

134
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
秋

自
七

九
迄

　
一

巻
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
秋

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
秋

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
（

利
18）

葉
黄

記
　

宝
治

二
年

秋
　

一
巻

葉
黄

記
（

伏
749）

の
内

135
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
十

二
月

閏
十

二
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
十

二
月

閏
十

二
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
十

二
月

閏
十

二
月

　
一

巻
（

利
18）

葉
黄

記
　

宝
治

二
年

自
十

二
月

至
閏

十
二

月
十

五
日

　
一

巻
葉

黄
記

（
伏

749）
の

内

136
葉

黄
記

　
宝

治
元

年
秋

　
一

巻
葉

黄
記

　
宝

治
元

年
秋

　
一

巻
葉

黄
記

　
宝

治
元

年
秋

　
一

巻
（

利
17）

葉
黄

記
　

宝
治

元
年

秋
　

一
巻

葉
黄

記
（

伏
749）

の
内

137
葉

黄
記

　
宝

治
元

年
五

月
六

月
　

一
巻

葉
黄

記
　

宝
治

元
年

五
月

六
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
宝

治
元

年
五

月
六

月
　

一
巻

（
利

17）
葉

黄
記

　
宝

治
元

年
五

月
六

月
　

一
巻

葉
黄

記
（

伏
749）

の
内

138
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
正

廿
九

卅
日

　
一

巻
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
正

月
廿

九
日

卅
日

　
一

巻
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
正

廿
九

日
卅

日
　

一
巻

（
利

15）
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
自

正
月

廿
九

日
至

同
月

三
十

日
　

一
巻

葉
黄

記
（

伏
749）

の
内

139
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
正

月
　

一
巻

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

正
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
正

月
　

一
巻

（
利

15）
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
自

正
月

一
日

至
同

月
廿

八
日

　
一

巻
葉

黄
記

（
伏

749）
の

内

140
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
三

月
　

一
巻

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

三
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
三

月
　

一
巻

（
利

15）
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
三

月
　

一
巻

葉
黄

記
（

伏
749）

の
内

141
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
閏

四
五

六
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
閏

四
月

五
月

六
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
閏

四
月

五
月

六
月

　
一

巻
（

利
16）

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

閏
四

月
至

六
月

　
一

巻
葉

黄
記

（
伏

749）
の

内
142

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

四
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
四

月
　

一
巻

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

四
月

　
一

巻
（

利
16）

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

四
月

　
一

巻
葉

黄
記

（
伏

749）
の

内
143

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

秋
　

一
巻

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

秋
　

一
巻

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

秋
　

一
巻

（
利

16）
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
秋

　
一

巻
葉

黄
記

（
伏

749）
の

内
144

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

冬
　

一
巻

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

冬
　

一
巻

葉
黄

記
　

寛
元

四
年

冬
　

一
巻

（
利

16）
葉

黄
記

　
寛

元
四

年
冬

　
一

巻
葉

黄
記

（
伏

749）
の

内
145

葉
黄

記
　

寛
元

五
年

春
三

ケ
月

葉
黄

記
　

寛
元

五
年

春
三

ケ
月

葉
黄

記
　

寛
元

五
年

春
三

ケ
月

（
利

17）
葉

黄
記

　
寛

元
五

宝
治

元
年

自
正

月
至

三
月

葉
黄

記
（

伏
749）

の
内

146
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
十

月
十

一
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
十

月
十

一
月

　
一

巻
葉

黄
記

　
宝

治
二

年
十

月
十

一
月

　
一

巻
（

利
18）

葉
黄

記
　

宝
治

二
年

自
十

月
至

十
一

月
　

一
巻

葉
黄

記
（

伏
749）

の
内

147
本

朝
世

記
〔

マ
マ

、
以

下
163④

ま
で

〕　
久

安
二

年
自

正
到

三
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

少
納

言
入

道
信

西
自

筆
　

久
安

二
年

自
正

至
三

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
又

号
史

官
記

　
少

納
言

入
道

信
西

自
筆

　
久

安
二

年
自

正
至

十
二

月
〔

三
月

か
〕　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
又

号
史

官
記

　
少

納
言

藤
原

通
憲

入
道

信
西

筆
記

　
久

安
二

年
自

正
月

至
三

月
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内
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148
本

朝
世

記
　

久
安

二
年

自
四

到
六

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
二

年
自

四
至

六
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

久
安

二
年

自
四

至
六

月
　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
久

安
二

年
自

四
月

至
六

月
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内
149

本
朝

世
記

　
久

安
三

年
自

正
月

到
六

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
三

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
三

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
久

安
三

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内
150

本
朝

世
記

　
久

安
三

年
自

七
月

到
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

久
安

三
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
三

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
（

利
〔

0〕）
本

朝
世

紀
　

久
安

三
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内
151

本
朝

世
記

　
久

安
四

年
自

正
到

閏
月

〔
マ

マ
〕　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
四

年
自

正
至

閏
月

〔
マ

マ
〕　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
四

年
自

正
月

至
閏

月
〔

マ
マ

〕　
一

巻
（

利
〔

0〕）
本

朝
世

紀
　

久
安

四
年

自
正

至
閏

六
月

　
一

巻
本

朝
世

紀
（

伏
417）

の
内

152
本

朝
世

記
　

久
安

五
年

自
正

月
到

六
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

久
安

五
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

久
安

五
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
（

利
〔

0〕）
本

朝
世

紀
　

久
安

五
年

自
正

月
首

中
欠

至
六

月
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内
153

本
朝

世
記

　
久

安
五

年
自

七
月

到
九

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
五

年
自

七
月

至
九

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
五

年
自

七
月

至
九

月
　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
久

安
五

年
自

七
月

至
九

月
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内
154

本
朝

世
記

　
久

安
五

年
自

十
月

到
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

久
安

五
年

自
十

月
至

十
二

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
五

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
（

利
〔

0〕）
本

朝
世

紀
　

久
安

五
年

自
十

至
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

紀
（

伏
417）

の
内

155
本

朝
世

記
　

久
安

元
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
元

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

久
安

元
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
久

安
元

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

紀
（

伏
417）

の
内

156
本

朝
世

記
　

久
安

二
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
久

安
二

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

久
安

二
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
久

安
二

年
自

七
月

首
欠

至
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

紀
（

伏
417）

の
内

157
本

朝
世

記
　

長
保

元
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

長
保

元
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

長
保

元
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
（

利
〔

0〕）
本

朝
世

紀
　

長
保

元
年

自
二

月
六

日
首

欠
至

六
月

廿
九

日
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内

158
本

朝
世

記
　

長
保

四
年

自
八

月
至

十
二

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
長

保
四

年
自

八
月

至
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

長
保

四
年

自
八

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
長

保
四

年
自

八
月

首
欠

至
十

二
月

廿
九

日
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内

159
本

朝
世

記
　

長
保

元
年

自
二

六
至

三
七

日
　

一
巻

本
朝

世
記

　
長

保
元

年
自

二
月

六
日

至
三

月
七

日
　

一
巻

本
朝

世
記

　
長

保
元

年
自

二
月

六
日

至
三

月
七

日
　

一
巻

〔
157に

組
み

込
ま

れ
た

か
〕

160
本

朝
世

記
　

康
和

元
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
康

和
元

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

康
和

元
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
康

和
元

年
自

正
月

一
日

至
十

二
月

三
十

日
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内

161
本

朝
世

記
　

寛
治

元
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

本
朝

世
記

　
寛

治
元

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
本

朝
世

記
　

寛
治

元
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
寛

治
九

〔
マ

マ
〕

年
自

七
月

一
日

中
欠

同
廿

七
日

至
十

二
月

三
十

日
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内

162
本

朝
世

記
　

治
暦

四
年

正
月

廿
八

よ
り

十
二

廿
九

迄
　

一
巻

本
朝

世
記

　
治

暦
四

年
正

月
廿

八
日

至
十

二
月

九
日

　
一

巻
本

朝
世

記
　

治
暦

四
年

正
月

廿
八

日
至

十
二

月
九

日
　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
治

暦
四

年
自

正
月

首
欠

至
十

二
月

廿
九

日
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内

163
本

朝
世

記
　

長
元

九
年

自
正

月
至

七
月

廿
六

日
　

小
一

巻
本

朝
世

記
　

長
元

九
年

自
正

月
至

七
月

廿
六

日
　

一
巻

本
朝

世
記

　
長

元
九

年
自

正
月

至
七

月
廿

六
日

　
一

巻
（

利
〔

0〕）
本

朝
世

紀
　

長
元

九
年

自
正

月
至

七
月

廿
六

日
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内

164
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

九
　

後
嵯

峨
甲

　
一

巻
建

長
五

年
八

廿
八

　
建

長
六

年
三

廿
一

建
長

六
年

八
十

　
建

長
七

年
十

廿
七

　

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
九

　
後

嵯
峨

院
甲

　
一

巻
建

長
五

年
八

月
廿

八
日

　
建

長
六

年
三

月
廿

一
日

建
長

六
年

八
月

十
日

　
建

長
七

年
十

月
廿

七
日

　

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
九

　
後

嵯
峨

院
甲

　
一

巻
建

長
五

年
八

月
廿

八
日

　
建

長
六

年
三

月
廿

一
日

建
長

六
年

八
月

十
日

　
建

長
七

年
十

月
廿

七
日

　

（
利

47）
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

九
後

嵯
峨

院
甲

　
一

巻
　

嵯
峨

桟
敷

殿
　

糸
光

記
、

大
納

言
二

品
仙

音
寺

第
　

法
相

記
、

嵯
峨

北
殿

　
花

内
記

・
源

都
記

・
高

甫
記

・
法

相
記

、
亀

山
殿

　
京

槐
記

・
糸

光
記

・
法

相
記

・
二

禅
記

・
源

亜
記

・
見

束
記

・
師

弘
記

・
中

原
為

季
記

、

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

（
伏

546）
の

内

165
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

五
　

後
鳥

羽
院

丙
上

　
一

巻
元

久
元

年
七

十
一

　
元

久
元

年
八

八
元

久
二

年
八

十
三

　
元

久
二

年
十

二
二

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
五

　
後

鳥
羽

院
丙

上
　

一
巻

元
久

元
年

七
月

十
一

日
　

元
久

元
年

八
月

八
日

元
久

二
年

八
月

十
三

日
　

元
久

二
年

十
二

月
二

日

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
五

　
後

鳥
羽

院
丙

上
　

一
巻

元
久

元
年

七
月

十
一

日
　

元
久

元
年

八
月

八
日

元
久

二
年

十
二

月
十

日

（
利

47）
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

五
後

鳥
羽

院
丙

上
　

一
巻

　
宇

治
新

御
所

　
三

中
記

、
五

辻
殿

　
三

中
記

・
都

禅
記

・
中

都
記

・
海

戸
記

・
不

知
記

、
水

無
瀬

殿
　

海
戸

記
・

都
禅

記
・

二
相

記
、

高
陽

院
殿

　
不

知
記

・
二

相
記

・
三

中
記

・
中

都
記

・
平

戸
記

・
見

甫
記

、〔
水

無
瀬

殿
、

高
陽

院
殿

は
脱

あ
る

た
め

、
他

伝
本

よ
り

訂
正

し
て

記
す

〕

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

（
伏

546）
の

内

166
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

六
　

後
鳥

羽
院

丙
下

　
一

巻
建

永
元

年
八

三
　

建
永

二
年

七
廿

八
建

永
二

年
十

一
廿

七
　

承
元

二
年

七
十

九

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
六

　
後

鳥
羽

院
丙

下
　

一
巻

建
永

元
年

八
月

三
日

　
建

永
二

年
七

月
廿

八
日

建
永

二
年

十
一

月
廿

七
日

　
承

元
二

年
七

月
十

九
日

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
六

　
後

鳥
羽

院
丙

下
　

一
巻

建
永

元
年

八
月

三
日

　
建

永
二

年
七

月
廿

八
日

建
永

二
年

十
一

月
廿

七
日

　
承

元
二

年
七

月
十

九
日

（
利

47）
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

六
後

鳥
羽

院
丙

下
　

一
巻

　
鳥

羽
小

御
所

　
都

禅
記

・
見

甫
記

・
海

戸
記

・
不

知
記

、
白

河
殿

　
都

禅
記

・
三

中
記

・
堀

黄
記

・
二

相
記

、
最

勝
四

天
王

院
御

所
　

不
知

記
・

都
禅

記
・

三
中

記
、

岡
崎

殿
　

不
知

記
・

三
中

記
・

堀
黄

記
・

二
相

記
・

都
禅

記
・

勘
中

記
、

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

（
伏

546）
の

内

167
御

移
徙

部
類

記
　

第
七

　
後

白
川

甲
　

一
巻

永
暦

二
年

四
十

三
　

仁
安

元
年

十
一

三
　

仁
安

二
年

正
十

九
　

仁
安

二
年

七
廿

　
仁

安
二

年
八

十
　

嘉
応

二
年

三
廿

御
移

徙
部

類
記

　
第

七
　

後
白

川
院

甲
　

一
巻

永
暦

二
年

四
月

十
三

日
　

仁
安

元
年

十
一

月
三

日
仁

安
二

年
正

月
十

九
日

　
仁

安
二

年
七

月
廿

日
仁

安
二

年
八

月
十

日
　

嘉
応

二
年

三
月

廿
日

御
移

徙
部

類
記

　
第

七
　

後
白

川
院

甲
　

一
巻

永
暦

二
年

四
月

十
三

日
　

仁
安

元
年

十
一

月
三

日
仁

安
二

年
正

月
十

九
日

　
仁

安
二

年
七

月
廿

日
仁

安
二

年
八

月
十

日
　

嘉
応

二
年

三
月

廿
日

（
利

46）
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
　

第
七

後
白

河
院

甲
　

一
巻

　
法

住
寺

殿
　

山
槐

記
・

後
中

記
・

禅
中

記
・

右
禅

記
・

兵
禅

記
、

鳥
羽

北
殿

　
兵

禅
記

、
法

住
寺

殿
　

兵
禅

記
・

吉
大

記
・

山
槐

記
・

禅
中

記
・

主
典

代
盛

職
記

、
山

科
殿

　
吉

大
記

・
兵

禅
記

・
為

親
朝

臣
記

・
泰

親
記

、
伏

見
殿

　
花

相
記

・
右

禅
記

・
兵

禅
記

・
吉

大
記

・
光

雅
卿

記
・

泰
親

記
、

鳥
羽

北
殿

　
兵

禅
記

、

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

（
伏

546）
の

内

168
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

一
　

後
白

川
丁

上
　

一
巻

文
治

四
年

十
二

十
九

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
一

　
後

白
川

院
丁

上
　

一
巻

文
治

四
年

十
二

月
十

九
日

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
一

　
後

白
川

院
丁

上
　

一
巻

文
治

四
年

十
二

月
十

九
日

（
利

46）
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

一
後

白
河

院
丁

上
　

一
巻

　
六

条
殿

　
山

丞
記

・
山

槐
記

・
吉

大
記

、
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
（

伏
546）

の
内

169
諸

院
宮

御
移

徙
部

類
記

下
　

一
巻

自
天

喜
至

弘
安

諸
院

宮
御

移
徙

部
類

記
下

　
一

巻
自

天
喜

至
弘

安
（

御
移

徙
部

類
記

）
諸

院
宮

御
移

徙
部

類
記

下
　

一
巻

自
天

喜
至

弘
安

（
利

48）
諸

院
宮

御
移

徙
部

類
記

　
下

巻
　

自
天

喜
至

弘
安

　
一

巻
三

条
殿

　
大

宮
右

府
記

、
同

　
不

知
記

・
顕

時
卿

記
、

白
河

殿
　

宇
槐

記
・

信
範

卿
記

、
常

樹
御

堂
御

所
　

中
山

内
府

記
、

大
炊

殿
　

経
高

卿
記

、
三

条
殿

　
経

高
卿

記
、

六
条

殿
　

長
兼

卿
記

、
持

明
院

殿
　

経
高

卿
記

、
北

白
川

殿
　

経
高

卿
記

、
常

磐
井

殿
　

師
淳

記
、

諸
院

宮
御

移
徙

部
類

記
（

伏
547）

170
諸

院
宮

御
移

徙
部

類
記

上
　

一
巻

自
正

暦
至

久
安

諸
院

宮
御

移
徙

部
類

記
上

　
一

巻
自

正
暦

至
久

安
（

御
移

徙
部

類
記

）
諸

院
宮

御
移

徙
部

類
記

上
　

一
巻

自
正

暦
至

久
安

（
利

48）
諸

院
宮

御
移

徙
部

類
記

　
上

巻
　

自
正

暦
至

久
安

　
一

巻
二

条
殿

　
小

右
記

、
一

条
院

　
槐

記
、

上
東

門
院

　
立

記
・

澄
池

記
・

経
頼

記
、

二
条

殿
　

土
記

・
次

戸
記

、
上

東
門

院
　

土
記

・
澄

池
記

、
九

条
殿

　
大

右
記

、
花

山
院

　
堀

左
記

・
大

記
、

大
炊

殿
　

中
右

記
・

平
右

記
・

江
記

、
枇

杷
殿

　
中

右
記

・
大

記
・

平
右

記
、

二
条

殿
　

中
右

記
・

不
知

記
・

源
礼

記
、

押
小

路
殿

　
尚

暦
記

・
宇

槐
記

・
冷

中
記

、
三

条
殿

　
不

知
記

・
冷

中
記

・
中

山
記

、
白

河
殿

　
冷

中
記

・
宇

槐
記

・
中

山
記

、
高

松
殿

　
不

知
記

・
尚

暦
記

・
冷

中
記

・
宇

槐
記

、

諸
院

宮
御

移
徙

部
類

記
（

伏
547）



（ 83 ）

171
御

移
徙

部
類

記
　

第
廿

四
　

後
嵯

峨
丁

下
　

一
巻

文
永

元
十

一
三

　
文

永
七

年
八

廿
一

御
移

徙
部

類
記

　
第

廿
四

　
後

嵯
峨

院
丁

下
　

一
巻

文
永

元
年

十
一

月
三

日
文

永
七

年
八

月
廿

一
日

御
移

徙
部

類
記

　
第

廿
四

　
後

嵯
峨

帝
丁

下
　

一
巻

文
永

元
年

十
一

月
三

日
文

永
七

年
八

月
廿

一
日

（
利

47）
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
　

第
二

十
四

後
嵯

峨
院

丁
下

　
一

巻
禅

林
寺

殿
　

源
亜

記
首

欠
・

糸
光

記
・

法
相

記
・

源
都

記
・

源
禅

記
・

二
禅

記
・

師
弘

記
、

三
条

坊
門

殿
　

二
禅

記
・

万
禅

記
・

法
相

記
・

吉
礼

記
・

糸
光

記
・

源
亜

記
・

藤
都

記
・

源
都

記
・

藤
戸

記
・

師
冬

記
、 仙

洞
御

移
徙

部
類

記
（

伏
546）

の
内

172
御

移
徙

部
類

記
　

第
廿

二
　

後
嵯

峨
丙

下
　

一
巻

正
元

元
年

八
十

一
御

移
徙

部
類

記
　

第
廿

二
　

後
嵯

峨
院

丙
下

　
一

巻
正

元
元

年
八

月
十

一
日

御
移

徙
部

類
記

　
第

廿
二

　
後

嵯
峨

院
丙

下
　

一
巻

正
元

元
年

八
月

十
一

日
（

利
47）

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

　
第

二
十

二
後

嵯
峨

丙
下

　
一

巻
　

大
宮

殿
　

糸
光

記
・

法
相

記
・

藤
戸

記
・

高
甫

記
・

師
弘

記
・

藤
都

記
・

二
禅

記
・

吉
礼

記
、

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

（
伏

546）
の

内

173
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

七
　

後
鳥

羽
院

丁
上

　
一

巻
承

元
三

年
八

三
　

承
元

三
年

十
二

廿
　

建
暦

三
二

廿
七

建
暦

三
年

三
二

　
建

保
二

十
二

十
三

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
七

　
後

鳥
羽

院
丁

上
　

一
巻

承
元

三
年

八
月

三
日

　
承

元
三

年
十

二
月

廿
日

建
暦

三
年

二
月

廿
七

日
　

建
暦

三
月

三
月

二
日

　
建

保
二

年
十

二
月

十
三

日

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
七

　
後

鳥
羽

院
丁

上
　

一
巻

　
承

元
三

年
八

月
三

日
　

承
元

三
年

十
二

月
廿

日
建

暦
三

年
二

月
廿

七
日

　
建

暦
三

月
三

月
二

日
建

保
二

年
十

二
月

十
三

日

（
利

47）
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

七
　

後
鳥

羽
院

丁
上

押
小

路
殿

　
勘

中
記

・
都

禅
記

・
三

中
記

、
高

陽
院

殿
　

三
中

記
・

中
都

記
〔

底
本

な
し

、
他

伝
本

よ
り

補
入

〕、
水

無
瀬

殿
　

勘
中

記
、

鳥
羽

殿
　

勘
中

記
、

大
炊

殿
　

勘
中

記
・

二
相

記
・

平
戸

記
・

京
門

記
・

見
戸

記
・

九
都

記
、　〔

員
数

な
し

〕

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

（
伏

546）
の

内

174
御

移
徙

部
類

記
　

第
廿

三
　

後
嵯

峨
丁

上
　

一
巻

正
元

元
年

十
廿

一
　

弘
長

元
年

十
二

廿
六

御
移

徙
部

類
記

　
第

廿
三

　
後

嵯
峨

院
丁

上
　

一
巻

正
元

元
年

十
月

廿
一

日
弘

長
元

年
十

二
月

廿
六

日

御
移

徙
部

類
記

　
第

廿
三

　
後

嵯
峨

帝
丁

上
　

一
巻

正
元

元
年

十
月

廿
一

日
弘

長
元

年
十

二
月

廿
六

日

（
利

47）
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
　

第
二

十
三

後
嵯

峨
丁

上
　

一
巻

　
二

条
殿

　
吉

礼
記

・
法

相
記

・
源

亜
記

・
高

甫
記

・
源

都
記

・
糸

光
記

・
藤

都
記

・
源

禅
記

・
師

弘
記

、
万

里
小

路
殿

　
藤

戸
記

・
法

相
記

・
糸

光
記

・
源

亜
記

・
師

弘
記

、
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
（

伏
546）

の
内

175
御

移
徙

部
類

記
　

一
巻

久
安

四
年

自
十

四
廿

五
迄

　
　

久
安

四
年

十
廿

六
御

移
徙

部
類

記
　

第
不

知
　

一
巻

久
安

四
年

自
十

四
廿

五
迄

　
久

安
四

年
十

廿
六

御
移

徙
部

類
記

　
第

不
知

　
一

巻
久

安
四

年
自

十
四

廿
五

迄
　

久
安

四
年

十
廿

六

176
御

移
徙

部
類

記
　

目
六

　
一

巻
御

移
徙

部
類

記
　

目
六

　
一

巻
御

移
徙

部
類

記
　

目
録

　
一

巻
（

利
46）

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

　
目

録
　

自
第

一
至

第
廿

四
　

一
巻

同
　

自
第

一
至

第
八

　
自

第
九

至
第

十
五

　
一

巻
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
（

伏
546）

の
内

177
御

移
徙

部
類

記
　

中
帙

　
八

枚
御

移
徙

部
類

記
　

中
帙

　
八

枚
御

移
徙

部
類

記
　

中
快

〈
帙

カ
〉　

八
枚

（
利

46）
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
　

中
帙

　
自

文
治

四
至

承
久

二
　

一
枚

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

（
伏

546）
の

内

178
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

三
　

後
鳥

羽
院

甲
　

一
巻

建
久

九
年

四
廿

一
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

三
　

後
鳥

羽
院

甲
　

一
巻

建
久

九
年

四
月

廿
一

日
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

三
　

後
鳥

羽
院

甲
　

一
巻

建
久

九
年

四
月

廿
一

日
（

利
47）

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
三

後
鳥

羽
院

甲
　

一
巻

　
二

条
殿

　
吉

大
記

・
都

禅
記

・
中

都
記

・
三

中
記

・
見

隹
記

・
見

戸
記

・
外

記
記

・
師

直
記

、
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
（

伏
546）

の
内

179
御

移
徙

部
類

記
　

後
鳥

羽
乙

　
一

巻
第

十
四

　
建

仁
元

四
十

九
　

鳥
羽

南
殿

建
仁

二
十

十
九

　
京

極
殿

建
仁

三
十

一
十

二
　

二
条

殿

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
四

　
後

鳥
羽

乙
　

一
巻

建
仁

元
年

四
月

十
九

日
　

鳥
羽

南
殿

建
仁

二
年

十
月

十
九

日
　

京
極

殿
建

仁
三

年
十

一
月

十
二

日
　

二
条

殿

御
移

徙
部

類
記

　
第

十
四

　
後

鳥
羽

乙
　

一
巻

建
仁

元
年

四
月

十
九

日
　

鳥
羽

南
殿

建
仁

二
年

十
月

十
九

日
　

京
極

殿
建

仁
三

年
十

一
月

十
二

日
　

二
条

殿

（
利

47）
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
　

第
十

四
後

鳥
羽

院
乙

　
一

巻
　

鳥
羽

南
殿

　
見

糸
記

・
愚

苑
記

・
見

戸
記

・
堀

黄
記

・
見

甫
記

、
京

極
殿

　
見

甫
記

・
都

禅
記

・
見

戸
記

・
海

戸
記

、
二

条
殿

　
都

禅
記

・
平

戸
記

・
海

戸
記

・
見

甫
記

・
中

都
記

・
見

戸
記

・
不

知
記

、 仙
洞

御
移

徙
部

類
記

（
伏

546）
の

内

180
御

移
徙

部
類

記
　

一
巻

御
移

徙
部

類
記

　
第

不
知

　
年

月
不

知
一

巻
御

移
徙

部
類

記
　

第
不

知
　

年
月

不
知

一
巻

181
御

移
徙

部
類

記
　

半
物

年
記

記
者

不
知

　
一

巻
御

移
徙

部
類

記
　

半
物

　
年

記
不

知
　

一
巻

御
移

徙
部

類
記

　
第

不
知

　
年

月
不

知
　

半
物

　
一

巻

182
御

移
徙

部
類

記
　

第
二

　
白

河
乙

　
一

巻
嘉

保
二

年
六

廿
六

御
移

徙
部

類
記

　
第

二
　

白
川

院
乙

　
一

巻
嘉

保
二

年
六

月
廿

六
日

御
移

徙
部

類
記

　
第

二
　

白
川

院
乙

嘉
保

二
年

六
月

廿
六

日
（

利
46）

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

　
第

二
ノ

内
　

一
巻

　
白

河
院

乙
　

閑
院

殿
　

中
右

記
、

仙
洞

御
移

徙
部

類
記

（
伏

546）
の

内

183
御

移
徙

部
類

記
　

年
号

記
未

考
　

一
巻

御
移

徙
部

類
記

　
年

号
並

記
未

考
　

一
巻

御
移

徙
部

類
記

　
第

不
知

　
年

月
不

知
　

一
巻

184
御

移
徙

部
類

記
　

表
紙

御
移

徙
部

類
記

　
表

紙
御

移
徙

部
類

記
　

表
紙

185
御

移
徙

部
類

記
　

建
長

五
八

廿
八

　
建

長
六

三
廿

一
　

一
巻

御
移

徙
部

類
記

　
第

不
知

　
一

巻
　

建
長

五
年

八
月

廿
八

日
　

建
長

六
年

三
月

廿
一

日
御

移
徙

部
類

記
　

第
不

知
　

一
巻

建
長

五
年

八
月

廿
八

日
　

建
長

六
年

三
月

廿
一

日
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
（

伏
546）

の
内

186
白

河
鳥

羽
上

皇
度

々
御

移
徙

記
　

一
巻

自
寛

治
元

至
元

暦
元

年
白

川
鳥

羽
上

皇
度

々
御

移
徙

記
　

一
巻

自
寛

治
元

至
元

暦
元

年
（

御
移

徙
部

類
記

）
白

川
鳥

羽
両

上
皇

度
々

御
移

徙
記

自
寛

治
元

至
元

暦
元

年
　

一
巻

（
元

49）
御

移
徙

雑
記

　
上

皇
度

々
御

移
徙

記
　

一
巻

白
河

　
鳥

羽
　

後
白

川
　

自
応

徳
四

年
至

元
暦

元
年

上
皇

御
移

徙
記

（
伏

548）

187
土

御
門

院
御

移
徙

日
次

勘
文

　
一

通
十

一
月

二
日

　
安

部
有

弘
勘

進
土

御
門

院
御

移
徙

日
次

勘
文

　
一

通
十

一
月

二
日

　
安

部
有

弘
勘

進
（

御
移

徙
部

類
記

）
土

御
門

院
御

移
徙

日
次

勘
文

十
二

月
二

日
　

安
部

有
弘

勘
進

　
一

通
（

利
49）

御
移

徙
雑

記
　

土
御

門
殿

御
移

徙
日

次
　

一
巻

　
安

倍
有

弘
勘

文
御

移
徙

雑
記

（
伏

549）
の

内

188
冨

小
路

殿
御

移
徙

記
　

一
通

　
年

月
不

知
冨

小
路

殿
御

移
徙

記
　

一
巻

　
年

月
不

知
（

御
移

徙
部

類
記

）
冨

小
路

殿
御

移
徙

記
　

年
月

不
知

　
一

巻

189
後

鳥
羽

院
御

移
徙

押
小

路
殿

記
　

一
通

承
長

〈
久

歟
元

歟
〉

三
年

八
月

三
日

後
鳥

羽
院

御
移

徙
押

小
路

殿
記

　
一

巻
承

長
〈

久
歟

元
歟

〉
三

年
八

月
三

日
（

御
移

徙
部

類
記

）
後

鳥
羽

院
御

移
徙

押
小

路
殿

記
承

久
〈

元
歟

〉
三

年
八

月
三

日
　

一
巻

（
利

49）
御

移
徙

雑
記

　
後

鳥
羽

院
押

小
路

殿
御

移
徙

記
　

一
通

　
承

元
三

年
八

月
三

日
仙

洞
御

移
徙

部
類

記
（

伏
546）

の
内

190
女

御
殿

御
室

御
所

御
移

徙
記

　
一

巻
　

永
治

元
年

三
月

三
日

よ
り

七
日

　
女

御
殿

御
室

〈
堂

歟
〉

御
所

御
移

徙
記

　
一

巻
　

永
治

元
年

三
月

三
日

よ
り

七
日

　
（

御
移

徙
部

類
記

）
女

御
殿

御
室

〈
堂

歟
〉

御
所

御
移

徙
記

永
治

元
年

三
月

三
日

ヨ
リ

七
日

　
一

巻
（

利
49）

御
移

徙
雑

記
　

女
御

殿
御

堂
御

所
移

徙
記

　
一

巻
　

永
治

元
年

三
月

　
歓

喜
光

院
御

移
徙

雑
記

（
伏

549）
の

内

191
野

府
記

　
一

名
小

右
記

又
一

名
続

水
心

記
　

後
小

野
宮

右
大

臣
藤

実
資

公
記

　
万

寿
元

年
春

　
一

巻
野

府
記

　
一

名
小

右
記

又
一

名
続

水
心

記
　

自
筆

也
後

小
野

宮
右

大
臣

藤
実

資
公

記
　

万
寿

元
年

春
　

一
巻

野
府

記
　

後
小

野
宮

右
大

臣
藤

原
実

資
公

自
筆

記
　

一
名

小
右

記
又

一
名

続
水

心
記

　
万

寿
元

年
春

　
一

巻
（

利
7）

野
府

記
　

治
安

四
万

寿
元

年
春

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内

192
野

府
記

　
万

寿
四

年
冬

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
四

年
冬

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
四

年
冬

　
一

巻
（

利
8）

野
府

記
　

万
寿

四
年

自
十

月
至

十
二

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

193
野

府
記

　
長

元
四

年
春

下
　

一
巻

野
府

記
　

長
元

四
年

春
下

　
一

巻
野

府
記

　
長

元
四

年
春

下
　

一
巻

（
利

10）
野

府
記

　
長

元
四

年
三

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

194
野

府
記

　
長

徳
三

年
自

正
至

十
二

六
　

一
巻

野
府

記
　

長
徳

三
年

自
正

月
至

十
二

月
六

日
　

一
巻

野
府

記
　

長
徳

三
年

自
正

月
至

十
二

月
六

日
　

一
巻

（
利

6）
野

府
記

　
長

徳
三

年
自

六
月

首
欠

至
十

二
月

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内
195

野
府

記
　

長
元

四
年

春
上

　
一

巻
野

府
記

　
長

元
四

年
春

上
　

一
巻

野
府

記
　

長
元

四
年

春
上

　
一

巻
（

利
10）

野
府

記
　

長
元

四
年

自
正

月
至

二
月

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内
196

野
府

記
　

万
寿

四
年

夏
　

一
巻

野
府

記
　

万
寿

四
年

夏
　

一
巻

野
府

記
　

万
寿

四
年

夏
　

一
巻

（
利

8）
野

府
記

　
万

寿
四

年
自

四
月

至
六

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

197
野

府
記

　
長

元
四

年
秋

下
　

一
巻

野
府

記
　

長
元

四
年

秋
下

　
一

巻
野

府
記

　
長

元
四

年
秋

下
　

一
巻

（
利

10）
野

府
記

　
長

元
四

年
九

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

198
野

府
記

　
治

安
三

年
夏

　
一

巻
野

府
記

　
治

安
三

年
夏

　
一

巻
野

府
記

　
治

安
三

年
夏

　
一

巻
（

利
6）

野
府

記
　

治
安

三
年

自
四

月
至

六
月

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内
199

野
府

記
　

天
元

五
年

夏
　

一
巻

野
府

記
　

天
元

五
年

夏
　

一
巻

野
府

記
　

天
元

五
年

夏
　

一
巻

（
利

5）
野

府
記

　
　

天
元

五
夏

　
中

欠
二

箇
所

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内

200
野

府
記

　
長

徳
二

年
自

正
五

至
十

二
十

四
但

正
月

分
二

枚
二

月
十

一
日

已
前

欠
　

一
巻

野
府

記
　

長
徳

二
年

自
正

五
至

十
二

十
四

但
正

月
分

二
枚

　
二

月
十

一
日

已
前

欠
　

一
巻

野
府

記
　

長
徳

二
年

自
正

月
五

日
至

十
二

月
十

四
日

但
正

月
分

二
枚

　
二

月
十

一
日

已
前

欠
　

一
巻

（
利

5）
野

府
記

　
長

徳
二

年
自

正
月

首
中

欠
至

十
二

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

201
野

府
記

　
正

暦
四

年
自

正
至

十
一

十
五

　
一

巻
野

府
記

　
正

暦
四

年
自

正
月

至
十

一
月

十
五

日
　

一
巻

野
府

記
　

正
暦

四
年

自
正

月
至

十
一

月
十

五
日

　
一

巻
（

利
5）

野
府

記
　

正
暦

四
年

自
正

月
至

十
一

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内



（ 84 ）

202
野

府
記

　
万

寿
四

年
秋

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
四

年
秋

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
四

年
秋

　
一

巻
（

利
8）

野
府

記
　

万
寿

四
年

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内
203

野
府

記
　

万
寿

二
年

秋
　

一
巻

野
府

記
　

万
寿

二
年

秋
　

一
巻

野
府

記
　

万
寿

二
年

秋
　

一
巻

（
利

7）
野

府
記

　
万

寿
二

年
自

七
月

至
九

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

204
野

府
記

　
万

寿
元

年
夏

秋
冬

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
元

年
夏

秋
冬

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
元

年
夏

秋
冬

　
一

巻
（

利
7）

野
府

記
　

万
寿

元
年

自
四

月
至

十
二

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

205
野

府
記

　
万

寿
三

年
秋

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
三

年
秋

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
三

年
秋

　
一

巻
（

利
8）

野
府

記
　

万
寿

三
年

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内
206

野
府

記
　

長
元

二
年

夏
〔

マ
マ

、
以

下
⑤

ま
で

同
〕

一
巻

野
府

記
　

長
元

二
年

夏
　

一
巻

野
府

記
　

長
元

二
年

夏
　

一
巻

（
利

9）
野

府
記

　
長

元
二

年
四

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

207
野

府
記

　
長

元
元

年
夏

〔
マ

マ
、

以
下

④
ま

で
〕

一
巻

野
府

記
　

長
元

年
〔

マ
マ

〕
夏

　
一

巻
野

府
記

　
長

元
元

年
夏

　
一

巻
（

利
9）

野
府

記
　

長
元

元
年

自
十

月
至

十
二

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

208
野

府
記

　
長

元
四

年
秋

上
　

一
巻

野
府

記
　

長
元

四
年

秋
上

　
一

巻
野

府
記

　
長

元
四

年
秋

上
　

一
巻

（
利

10）
野

府
記

　
長

元
四

年
自

七
月

至
八

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

209
野

府
記

　
長

元
五

年
春

夏
秋

冬
　

一
巻

野
府

記
　

長
元

五
年

春
夏

秋
冬

　
一

巻
野

府
記

　
長

元
五

年
春

夏
秋

冬
　

一
巻

（
利

10）
野

府
記

　
長

元
五

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内
210

野
府

記
　

治
安

三
年

九
月

閏
九

月
　

一
巻

野
府

記
　

治
安

三
年

九
月

閏
九

月
　

一
巻

野
府

記
　

治
安

三
年

九
月

閏
九

月
　

一
巻

（
利

6）
治

安
三

年
自

九
月

至
閏

九
月

野
府

記
（

伏
2）

の
内

211
野

府
記

　
治

安
三

年
秋

上
　

一
巻

野
府

記
　

治
安

三
年

秋
上

　
一

巻
野

府
記

　
治

安
三

年
秋

上
　

一
巻

（
利

6）
野

府
記

　
治

安
三

年
自

七
月

至
八

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

212
野

府
記

　
長

元
元

年
秋

　
一

巻
野

府
記

　
長

元
元

年
秋

　
一

巻
野

府
記

　
長

元
元

年
秋

　
一

巻
（

利
9）

野
府

記
　

長
元

元
年

自
七

月
至

九
月

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内
213

野
府

記
　

長
元

二
年

秋
　

一
巻

野
府

記
　

長
元

二
年

秋
　

一
巻

野
府

記
　

長
元

二
年

秋
　

一
巻

（
利

9）
野

府
記

　
長

元
二

年
自

七
月

至
九

月
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

214
野

府
記

　
万

寿
四

年
春

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
四

年
春

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
四

年
春

　
一

巻
（

利
8）

野
府

記
　

万
寿

四
年

自
正

月
至

三
月

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内
215

野
府

記
　

万
寿

二
年

冬
　

一
巻

野
府

記
　

万
寿

二
年

冬
　

一
巻

野
府

記
　

万
寿

二
年

冬
　

一
巻

（
利

7）
野

府
記

　
万

寿
二

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内
216

野
府

記
　

万
寿

二
年

二
月

三
月

　
一

巻
野

府
記

　
万

寿
二

年
二

月
三

月
　

一
巻

野
府

記
　

万
寿

二
年

二
月

三
月

　
一

巻
（

利
7）

野
府

記
　

万
寿

二
年

自
二

月
至

三
月

　
一

巻
野

府
記

（
伏

2）
の

内
217

野
府

記
　

永
延

二
年

四
季

　
内

正
月

初
メ

无
シ

野
府

記
　

永
延

二
年

四
季

　
内

正
月

初
ナ

シ
野

府
記

　
永

延
二

年
四

季
　

内
正

月
初

ナ
シ

（
利

5）
野

府
記

　
永

延
二

年
首

欠
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

218
野

府
記

　
長

保
二

年
十

月
七

日
　

一
巻

東
三

条
院

御
賀

試
楽

之
事

野
府

記
　

長
保

二
年

十
月

七
日

　
東

三
条

院
御

賀
試

楽
之

事
野

府
記

　
長

保
二

年
十

月
七

日
　

東
三

条
院

御
賀

試
楽

之
事

（
利

6）
野

府
記

　
長

保
三

〔
マ

マ
〕

年
自

十
月

七
日

至
同

月
十

一
日

　
東

三
条

院
御

賀
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

219
野

府
記

ノ
切

レ
　

少
々

野
府

記
切

レ
ゝ

ゝ
少

々
野

府
記

　
闕

物
　

少
々

220
大

記
　

大
蔵

卿
為

房
記

　
寛

治
五

年
自

七
至

十
二

　
一

巻
大

記
　

自
筆

　
大

蔵
卿

為
房

記
　

寛
治

五
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

大
記

　
大

蔵
卿

為
房

　
自

筆
記

　
寛

治
五

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
利

（〔
78〕）

大
記

　
大

蔵
卿

為
房

自
筆

記
　

寛
治

五
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

大
記

（
伏

709）

221
水

左
記

　
自

筆
也

　
別

記
内

大
饗

　
永

保
三

年
正

月
　

一
巻

水
左

記
　

自
筆

　
土

御
門

左
大

臣
源

俊
房

公
記

永
保

三
年

正
月

　
別

記
内

大
饗

　
一

巻
水

左
記

　
土

御
門

左
大

臣
源

俊
房

公
自

筆
記

　
永

保
三

年
正

月
別

記
内

大
饗

　
一

巻
（

利
〔

78〕）
水

左
記

　
土

御
門

左
大

臣
源

俊
房

公
自

筆
記

永
保

三
年

正
月

　
別

記
内

大
饗

　
一

巻
水

左
記

（
伏

1）
の

内

222
水

左
記

　
永

保
三

年
自

正
至

六
　

一
巻

水
左

記
　

永
保

三
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
水

左
記

　
永

保
三

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

（
利

〔
78〕）

水
左

記
　

永
保

三
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
水

左
記

（
伏

1）
の

内
223

少
外

記
清

原
重

憲
記

　
天

養
元

年
二

月
　

一
巻

少
外

記
清

原
重

憲
記

　
自

筆
　

天
養

元
年

二
月

　
一

巻
少

外
記

清
原

重
憲

記
　

自
筆

　
天

養
元

年
二

月
　

一
巻

（
利

19）
権

少
外

記
清

原
重

憲
記

　
天

養
元

年
二

月
　

一
巻

清
原

重
憲

記
（

伏
642）

の
内

224
少

外
記

清
原

重
憲

記
　

天
養

元
年

自
三

至
四

　
一

巻
　

少
外

記
清

原
重

憲
記

　
天

養
元

年
自

三
月

至
四

月
　

一
巻

　
少

外
記

清
原

重
憲

記
　

天
養

元
年

自
三

月
至

四
月

　
一

巻
　

（
利

19）
権

少
外

記
清

原
重

憲
記

　
天

養
元

年
自

三
月

至
四

月
　

一
巻

　
清

原
重

憲
記

（
伏

642）
の

内

225
少

外
記

清
原

重
憲

記
　

康
治

三
年

正
月

　
一

巻
少

外
記

清
原

重
憲

記
　

康
治

三
年

正
月

　
一

巻
少

外
記

清
原

重
憲

記
　

康
治

三
年

正
月

　
一

巻
（

利
19）

権
少

外
記

清
原

重
憲

記
　

康
治

三
天

養
元

年
正

月
　

首
尾

欠
　

一
巻

清
原

重
憲

記
（

伏
642）

の
内

226
少

外
記

清
原

重
憲

記
　

天
養

元
年

自
十

至
十

二
　

一
巻

少
外

記
清

原
重

憲
記

　
天

養
元

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
少

外
記

清
原

重
憲

記
　

天
養

元
年

自
十

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

19）
権

少
外

記
清

原
重

憲
記

　
天

養
元

年
自

十
月

至
十

二
月

　
一

巻
清

原
重

憲
記

（
伏

642）
の

内

227
春

記
　

春
宮

大
夫

資
房

卿
記

　
長

保
二

年
自

正
至

六
　

一
巻

春
記

　
長

保
二

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

春
記

　
長

保
二

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

（
利

2）
行

成
卿

記
　

　
世

尊
寺

権
大

納
言

藤
原

行
成

卿
長

保
二

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内

228
春

記
　

長
保

元
年

自
七

至
十

二
　

一
巻

春
記

　
長

保
元

年
自

七
月

至
十

二
月

　
一

巻
春

記
　

長
保

元
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

2）
行

成
卿

記
　

長
保

元
年

自
七

月
至

十
二

月
　

一
巻

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内
229

春
記

　
長

保
六

年
自

正
至

十
二

廿
八

　
一

巻
春

記
　

長
保

六
年

自
正

月
至

十
二

月
廿

八
日

　
一

巻
春

記
　

長
保

六
年

自
正

月
至

十
二

月
廿

八
日

　
一

巻
（

利
3）

行
成

卿
記

　
長

保
六

寛
弘

元
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内
230

春
記

　
寛

弘
四

年
自

正
至

十
二

　
一

巻
春

記
　

寛
弘

四
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

春
記

　
寛

弘
四

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
（

利
4）

行
成

卿
記

　
寛

弘
四

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
行

成
卿

記
（

伏
3）

の
内

231
春

記
　

寛
弘

二
年

自
正

至
十

二
　

一
巻

春
記

　
寛

弘
二

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
春

記
　

寛
弘

二
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

3）
行

成
卿

記
　

寛
弘

二
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内
232

春
記

　
寛

弘
七

年
自

正
至

十
二

　
一

巻
春

記
　

寛
弘

七
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

春
記

　
寛

弘
七

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
（

利
4）

行
成

卿
記

　
寛

弘
七

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
行

成
卿

記
（

伏
3）

の
内

233
春

記
　

寛
弘

五
年

自
正

至
十

二
廿

六
　

一
巻

春
記

　
寛

弘
五

年
自

正
月

至
十

二
月

廿
六

日
　

一
巻

春
記

　
寛

弘
五

年
自

正
月

至
十

二
月

廿
六

日
　

一
巻

（
利

4）
行

成
卿

記
　

寛
弘

五
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内
234

春
記

　
寛

弘
三

年
自

正
至

十
二

　
一

巻
春

記
　

寛
弘

三
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

春
記

　
寛

弘
三

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
（

利
3）

行
成

卿
記

　
寛

弘
三

年
自

正
月

至
十

二
月

　
一

巻
行

成
卿

記
（

伏
3）

の
内

235
御

賀
部

類
記

　
治

安
　

一
巻

（
御

賀
）

御
賀

部
類

記
　

治
安

　
一

巻
（

御
賀

）
御

賀
部

類
記

　
治

安
　

一
巻

（
利

51）
御

賀
部

類
記

　
一

巻
　

治
安

二
年

三
月

○
右

記
　

行
成

卿
記

　
○

親
記

　
経

頼
卿

記
鷹

司
殿

七
十

算
　

長
元

六
年

十
一

月
　

小
野

宮
右

大
臣

記
諸

院
宮

御
移

徙
部

類
記

（
伏

547）
鷹

司
殿

源
倫

子
算

賀
部

類
記

（
伏

400）

236
光

厳
院

御
記

　
元

弘
元

年
自

十
月

一
日

至
十

二
月

廿
九

日
但

自
十

月
一

日
至

同
十

二
日

別
記

在
一

日
与

二
日

之
間

　
一

巻

光
厳

院
御

記
　

宸
筆

　
元

弘
元

年
自

十
月

一
日

至
十

二
月

廿
九

日
　

但
自

十
月

一
日

至
同

十
二

日
別

記
在

一
日

与
二

日
之

間
　

一
巻

光
厳

院
御

記
　

宸
筆

　
元

弘
元

年
自

十
月

一
日

至
十

二
月

廿
九

日
　

但
自

十
月

一
日

至
同

十
二

日
別

記
在

一
日

与
二

日
之

間
　

一
巻

（
元

20）
光

厳
院

天
皇

宸
記

　
元

弘
元

年
自

十
月

一
日

至
十

二
月

廿
九

日
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

237
光

厳
院

御
記

　
元

弘
二

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

光
厳

院
御

記
　

元
弘

二
年

自
正

月
至

六
月

　
一

巻
光

厳
院

御
記

　
元

弘
二

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

（
元

20）
光

厳
院

天
皇

宸
記

　
元

弘
二

年
自

正
月

至
六

月
　

一
巻

花
園

院
宸

記
（

伏
519）

の
内

238
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

寛
弘

六
年

　
自

正
月

至
十

二
　

一
巻

　
春

記
歟

春
記

　
寛

弘
六

年
　

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

春
記

　
寛

弘
六

年
　

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

4）
行

成
卿

記
　

寛
弘

六
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内

239
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

元
応

元
年

　
自

正
至

四
月

廿
七

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

応
元

年
自

正
月

至
四

月
廿

七
日

　
一

巻
花

園
院

御
記

　
元

応
元

年
自

正
月

至
四

月
廿

七
日

　
一

巻
（

元
13）

花
園

院
天

皇
宸

記
　

文
保

三
元

応
元

年
自

正
月

一
日

至
四

月
廿

七
日

　
一

巻
花

園
院

宸
記

（
伏

519）
の

内

240
（

古
記

記
者

不
知

之
分

）
元

応
元

年
自

正
月

至
四

月
廿

七
日

〔
239と

重
複

〕
241

（
可

考
御

旧
記

目
録

）
長

徳
三

年
記

　
記

者
未

考
　

一
巻

春
記

〔
貼

紙
〕　

長
徳

三
年

　
一

巻
春

記
　

長
徳

三
年

　
一

巻
行

成
卿

記
（

伏
3）

の
内

242
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

長
保

五
年

記
　

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

春
記

　
長

保
五

年
　

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

春
記

　
長

保
五

年
　

自
正

月
至

十
一

月
　

一
巻

（
利

3）
行

成
卿

記
　

長
保

五
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内

243
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

正
暦

元
年

記
　

七
月

　
一

巻
春

記
　

正
暦

元
年

　
七

月
　

一
巻

春
記

　
正

暦
元

年
　

七
月

　
一

巻
（

利
〔

0〕）
本

朝
世

紀
　

正
暦

元
年

自
七

月
九

日
至

十
二

月
廿

一
日

尾
欠

　
一

巻
本

朝
世

紀
（

伏
417）

の
内

244
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

正
暦

記
　

自
二

年
至

五
年

略
記

　
一

巻
春

記
　

正
暦

二
年

ヨ
リ

同
五

年
ニ

至
之

略
記

　
二

巻
春

記
　

正
暦

二
年

ヨ
リ

同
五

年
ニ

至
之

略
記

　
合

一
巻

（
利

1）
行

成
卿

記
　

自
正

暦
二

年
至

同
五

年
略

記
　

一
巻

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内



（ 85 ）

245
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

長
保

三
年

記
　

自
十

月
至

閏
十

二
月

　
一

巻
春

記
　

長
保

三
年

自
十

月
至

閏
十

二
月

　
一

巻
春

記
　

長
保

三
年

自
十

月
至

閏
十

二
月

　
一

巻
（

利
2）

行
成

卿
記

　
長

保
三

年
自

十
月

至
閏

十
二

月
　

一
巻

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内

246
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

長
保

三
年

記
　

自
七

月
十

一
日

至
九

月
　

一
巻

春
記

　
長

保
三

年
自

七
月

至
九

月
　

一
巻

春
記

　
長

保
三

年
自

七
月

至
九

月
　

一
巻

（
利

2）
行

成
卿

記
　

長
保

三
年

自
七

月
首

欠
至

九
月

　
一

巻
行

成
卿

記
（

伏
3）

の
内

247
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

寛
弘

八
年

記
　

自
九

月
二

日
至

十
二

月
　

三
条

院
御

即
位

記
　

一
巻

　
春

記
　

寛
弘

八
年

自
九

月
二

日
至

十
二

月
三

条
院

御
即

位
記

　
外

ニ
寛

弘
八

年
記

　
一

巻
春

記
　

寛
弘

八
年

自
九

月
二

日
至

十
二

月
　

三
条

院
御

即
位

記
　

外
ニ

同
年

記
一

巻
猶

可
考

　
一

巻
（

利
4）

行
成

卿
記

　
寛

弘
八

年
自

九
月

至
十

二
月

　
一

巻
行

成
卿

記
（

伏
3）

の
内

248
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

正
暦

記
　

自
二

年
至

五
年

略
記

　
一

巻
〔

244と
重

複
か

〕

249
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

長
保

四
年

記
　

自
正

月
至

十
一

月
　

一
巻

春
記

　
長

保
四

年
　

自
正

月
至

十
一

月
　

一
巻

春
記

　
長

保
四

年
　

自
正

月
至

十
一

月
　

一
巻

（
利

2）
行

成
卿

記
　

長
保

四
年

自
正

月
至

十
二

月
　

一
巻

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内

250
（

可
考

御
旧

記
目

録
）

長
和

二
年

　
自

四
月

至
六

月
廿

八
日

　
一

巻
春

記
　

長
和

二
年

　
自

四
月

至
六

月
廿

八
日

　
一

巻
春

記
　

長
和

二
年

　
自

四
月

至
六

月
廿

八
日

　
一

巻
　

此
記

歟
可

考
（

利
〔

0〕）
本

朝
世

紀
　

長
和

二
年

自
四

月
一

日
至

六
月

廿
八

日
　

一
巻

野
府

記
（

伏
2）

の
内

251
（

記
者

未
考

）
保

元
三

年
自

七
至

九
三

十
　

一
巻

（
年

紀
並

記
者

不
知

之
分

）
保

元
三

年
自

七
月

至
九

月
三

十
日

　
一

巻
（

古
記

記
者

不
知

之
分

）
保

元
三

年
自

七
月

至
九

月
卅

日
　

一
巻

（
利

12）
記

者
不

分
明

　
保

元
三

年
記

　
自

七
月

至
九

月
　

一
巻

山
槐

記
（

伏
644）

の
内

252
（

時
代

記
者

等
未

考
）

春
日

社
御

幸
記

　
一

巻
（

行
幸

）
春

日
社

御
幸

記
　

時
代

並
記

者
不

詳
　

一
巻

（
行

幸
御

幸
之

部
）

春
日

社
御

幸
記

　
年

紀
並

記
者

未
考

　
一

巻
（

利
50）（

伏
見

院
天

皇
宸

筆
）

春
日

社
御

幸
記

　
首

欠
　

一
巻

白
河

上
皇

春
日

社
御

幸
記

（
伏

506）

253
平

氏
撰

　
聖

徳
太

子
伝

暦
　

上
一

巻
下

一
冊

（
雑

々
之

部
）

平
氏

撰
　

聖
徳

太
子

伝
暦

　
上

一
巻

下
一

冊
（

雑
々

之
部

）
平

氏
撰

　
聖

徳
太

子
伝

暦
　

上
一

巻
下

一
冊

（
利

〔
79〕）

聖
徳

太
子

伝
暦

　
平

氏
撰

　
上

一
巻

下
一

冊
聖

徳
太

子
伝

暦
（

伏
729）

254
（

記
者

未
考

）
古

記
　

一
巻

（
年

紀
並

記
者

不
知

之
分

）
古

記
　

年
月

記
者

不
知

　
一

巻
（

年
月

記
者

不
知

古
記

）
古

記
　

連
続

　
一

巻
〔

か
〕

255
（

記
者

不
知

）
応

和
三

年
古

記
　

一
巻

（
年

紀
並

記
者

不
知

之
分

）
応

和
三

年
　

古
物

　
一

巻
（

古
記

記
者

不
知

之
分

）
応

和
三

年
　

至
而

古
物

也
　

一
巻

256
承

元
元

年
之

記
　

三
巻

（
年

紀
並

記
者

不
知

之
分

）
承

元
元

年
之

記
　

三
巻

（
古

記
記

者
不

知
之

分
）

承
元

元
年

之
記

　
三

巻

257
承

元
二

年
十

二
月

九
日

よ
り

之
記

　
一

巻
（

年
紀

並
記

者
不

知
之

分
）

承
元

二
年

十
二

月
九

日
よ

り
之

記
　

一
巻

（
古

記
記

者
不

知
之

分
）

承
元

二
年

十
二

月
九

日
ヨ

リ
之

記
　

一
巻

（
利

〔
79〕）

承
元

二
年

十
一

月
　

一
巻

〔
か

〕
東

宮
御

元
服

部
類

記
（

伏
630）

か

258
康

和
五

年
正

月
以

下
之

記
　

上
一

巻
（

年
紀

並
記

者
不

知
之

分
）

康
和

五
年

正
月

以
下

之
記

　
上

一
巻

（
古

記
記

者
不

知
之

分
）

康
和

五
年

正
月

以
下

之
記

　
上

一
巻

（
利

〔
82〕）

康
和

五
年

上
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内

259
古

記
離

々
　

一
く

く
り

（
年

紀
並

記
者

不
知

之
分

）
古

記
　

年
月

記
者

不
知

　
離

レ
ゝ

ゝ
　

一
く

ゝ
り

（
年

月
記

者
不

知
古

記
）

古
記

　
離

レ
ゝ

ゝ
　

一
括

260
久

安
元

年
自

十
九

至
十

二
月

之
記

　
一

巻
（

年
紀

並
記

者
不

知
之

分
）

久
安

元
年

自
十

九
至

十
二

月
之

記
　

一
巻

（
古

記
記

者
不

知
之

分
）

久
安

元
年

自
十

月
九

日
至

十
二

月
　

一
巻

（
利

〔
79〕）

久
安

元
年

自
十

月
九

日
至

十
二

月
　

一
巻

四
十

一
枚

清
原

重
憲

記
（

伏
642）

の
内

261
長

徳
元

年
之

記
　

自
七

月
二

日
至

十
二

月
廿

五
日

　
一

巻
春

記
　

長
徳

元
年

自
七

月
二

日
至

十
二

月
廿

五
日

　
一

巻
春

記
　

長
徳

元
年

　
自

七
月

二
日

至
十

二
月

廿
五

日
　

一
巻

　
此

記
歟

可
考

行
成

卿
記

（
伏

3）
の

内

262
古

物
　

宸
筆

御
経

供
養

例
　

二
枚

（
御

仏
事

）
宸

筆
御

経
供

養
例

　
至

而
古

物
　

二
枚

（
御

堂
供

養
部

類
）

宸
筆

御
経

供
養

例
　

至
而

古
物

　
二

枚
（

利
59）

宸
筆

御
経

供
養

例
　

一
巻

宸
筆

御
経

供
養

例
（

伏
458）

263
亀

山
院

御
送

葬
御

法
事

記
　

記
者

未
勘

得
　

自
筆

記
也

嘉
元

三
年

九
月

自
十

六
日

至
廿

日
　

一
巻

（
御

凶
事

）
亀

山
院

御
送

葬
御

法
事

記
　

記
者

未
勘

嘉
元

三
年

九
月

自
十

六
日

至
廿

日
　

一
巻

（
御

凶
事

）
亀

山
院

御
送

葬
御

法
事

記
　

嘉
元

三
年

九
月

自
十

六
日

至
廿

日
　

記
者

可
考

　
一

巻
（

利
57）

亀
山

院
天

皇
崩

御
以

下
記

　
公

衡
公

記
　

首
欠

嘉
元

三
年

自
九

月
十

五
日

至
同

月
廿

一
日

　
一

巻
亀

山
院

崩
御

記
（

伏
598）

の
内

264
白

川
法

皇
崩

御
之

時
御

錫
紵

記
　

朝
隆

卿
記

大
治

四
年

七
月

十
五

日
　

二
枚

（
御

凶
事

）
白

川
法

皇
崩

御
之

時
御

錫
紵

記
　

朝
隆

卿
記

大
治

四
年

七
月

十
五

日
　

二
枚

（
御

凶
事

）
白

川
法

皇
崩

御
之

時
御

錫
紵

記
　

大
治

四
年

七
月

十
五

日
　

朝
隆

卿
自

筆
之

記
　

二
枚

（
利

59）
白

河
法

皇
崩

御
之

時
御

錫
紵

記
　

一
通

朝
隆

卿
記

　
大

治
四

年
七

月
鳥

羽
院

御
錫

紵
記

（
伏

600）

265
白

川
法

皇
崩

御
御

送
葬

御
法

事
記

自
大

治
四

年
七

月
六

日
至

同
五

年
　

一
巻

（
御

凶
事

）
白

川
法

皇
崩

御
御

送
葬

御
法

事
記

自
大

治
四

年
七

月
六

日
至

同
五

年
　

一
巻

（
御

凶
事

）
白

川
法

皇
崩

御
御

送
葬

御
法

事
記

自
大

治
四

年
七

月
六

日
至

同
五

年
　

一
巻

（
利

55）
白

河
法

皇
崩

御
以

下
御

仏
事

記
　

一
巻

　
中

右
記

・
不

知
記

、
大

治
四

年
自

七
月

六
日

至
閏

七
月

廿
五

日
大

治
五

年
自

五
月

廿
五

日
至

七
月

十
五

日
白

河
院

崩
御

部
類

記
（

伏
596）

の
内

266
上

皇
御

錫
紵

類
記

　
竹

林
院

入
道

左
大

臣
公

衡
公

記
　

記
者

不
知

　
経

俊
卿

記
　

正
嘉

元
年

、
経

継
朝

臣
記

　
記

者
不

知
記

　
正

応
元

〔
マ

マ
〕

年
、

元
徳

元
年

、
一

巻

（
御

凶
事

）
上

皇
御

錫
紵

部
類

記
　

竹
林

院
入

道
左

大
臣

公
衡

公
記

・
記

者
不

知
・

経
俊

卿
記

　
正

嘉
元

年
、

経
継

朝
臣

記
・

記
者

不
知

等
　

正
応

元
〔

マ
マ

〕
年

、
元

徳
元

年
、

一
巻

（
御

凶
事

）
上

皇
御

錫
紵

部
類

記
　

竹
林

院
入

道
左

府
公

衡
公

記
自

筆
　

一
巻

（
利

58）
上

皇
御

錫
紵

類
記

　
正

嘉
元

年
七

月
十

三
日

　
三

通
　

記
者

不
知

記
尾

欠
・

同
・

経
俊

卿
記

、
正

応
五

年
九

月
廿

五
日

　
二

通
　

竹
林

院
入

道
左

大
臣

記
・

奉
行

院
司

経
継

朝
臣

記
、

元
徳

元
年

九
月

十
七

日
　

一
通

　
隆

蔭
卿

記
、

上
皇

御
錫

紵
部

類
記

（
伏

599）

267
（

御
凶

事
）

記
者

可
考

　
経

俊
卿

記
 一

巻
　

　
正

嘉
元

年
経

継
朝

臣
記

〔
266か

ら
分

け
た

か
〕

268
（

御
凶

事
）

記
者

可
考

　
正

応
元

年
　

元
徳

元
年

　
一

巻
〔

266か
ら

分
け

た
か

〕
269

御
送

葬
次

第
書

　
一

巻
（

御
凶

事
）

御
送

葬
次

第
書

　
年

月
不

知
　

一
巻

（
御

凶
事

）
御

送
葬

次
第

書
　

年
月

可
考

　
一

巻

270
後

深
草

院
御

凶
事

別
記

　
山

階
左

府
実

雄
公

記
嘉

元
二

年
七

月
自

十
七

日
至

廿
二

日
　

一
巻

（
御

凶
事

）
後

深
草

院
御

凶
事

別
記

　
山

階
左

府
実

雄
公

自
筆

之
記

　
嘉

元
二

年
七

月
自

十
七

日
至

廿
二

日
　

一
巻

（
御

凶
事

）
後

深
草

院
御

凶
事

別
記

　
嘉

元
二

年
七

月
自

十
七

日
至

廿
二

日
　

山
階

左
大

臣
実

雄
公

記
　

一
巻

（
利

〔
81〕）

山
階

左
府

実
雄

公
記

　
一

巻
後

深
草

院
御

悩
祈

記
　

嘉
元

二
年

七
月

後
深

草
院

崩
御

記
（

伏
597）

271
御

錫
紵

記
　

年
月

不
知

　
一

通
（

御
凶

事
）

御
錫

紵
記

　
年

月
不

知
　

一
通

（
御

凶
事

）
御

錫
紵

記
　

年
月

不
知

　
一

通
272

御
錫

紵
記

　
年

月
不

知
　

一
通

（
御

凶
事

）
御

錫
紵

記
　

年
月

不
知

　
一

通
（

御
凶

事
）

御
錫

紵
記

　
年

月
不

知
　

一
通

273
後

深
草

院
御

凶
事

記
　

一
巻

（
御

凶
事

）
後

深
草

院
御

凶
事

記
　

記
者

不
知

　
一

巻
（

御
凶

事
）

後
深

草
院

御
凶

事
記

　
記

者
可

考
　

一
巻

274
後

深
草

院
崩

ニ
付

　
院

御
方

並
太

政
大

臣
入

道
殿

御
着

服
之

事
　

嘉
元

弐
年

七
月

　
一

巻
（

御
凶

事
）

後
深

草
院

崩
ニ

付
　

院
御

方
並

太
政

大
臣

入
道

殿
御

着
服

之
事

　
嘉

元
二

年
七

月
　

一
巻

（
後

凶
事

）
後

深
草

院
崩

ニ
付

　
院

御
方

並
太

政
大

臣
入

道
殿

御
着

服
之

事
　

嘉
元

二
年

七
月

　
一

巻

275
執

政
臣

不
蒙

摂
政

関
白

詔
以

前
蒙

内
覧

宣
旨

例
　

〔
員

数
な

し
〕

（
雑

々
之

部
）

執
政

臣
不

蒙
摂

政
関

白
詔

以
前

蒙
内

覧
宣

旨
例

　
一

巻
（

公
事

之
諸

書
）

執
政

臣
不

蒙
摂

政
関

白
詔

以
前

蒙
内

覧
宣

旨
例

　
一

巻
（

利
〔

82〕）
執

政
臣

不
蒙

摂
政

関
白

詔
以

前
兼

内
覧

宣
旨

例
並

内
覧

臣
二

人
三

人
相

並
例

　
左

大
臣

注
進

　
一

巻
六

枚
内

覧
宣

旨
勘

例
（

伏
402）

276
弘

治
二

年
正

月
六

日
藤

原
隆

益
位

記
　

一
巻

弘
治

二
年

正
月

六
日

藤
原

隆
益

之
位

記
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

藤
原

隆
益

之
位

記
　

弘
治

二
年

正
月

六
日

　
一

巻
（

利
〔

82〕）
古

宣
命

位
記

　
一

括
　

　
藤

原
隆

益
正

四
位

下
位

記
　

一
　

節
会

宣
命

　
四

四
条

隆
益

位
記

（
伏

447）



（ 86 ）

277
節

会
宣

命
　〔

員
数

な
し

〕
明

応
四

年
正

月
一

日
　

明
応

四
年

正
月

七
日

明
応

三
年

正
月

七
日

　
明

応
五

年
正

月
十

六
日

（
雑

々
之

部
）

節
会

宣
命

　
四

通
明

応
四

年
正

月
一

日
　

明
応

四
年

正
月

七
日

明
応

三
年

正
月

七
日

　
明

応
五

年
正

月
十

六
日

（
公

事
之

諸
書

）
節

会
宣

命
　

四
通

明
応

四
年

正
月

一
日

　
明

応
四

年
正

月
七

日
明

応
三

年
正

月
七

日
　

明
応

五
年

正
月

六
〔

マ
マ

〕
日

正
月

節
会

宣
命

（
伏

450）

278
重

事
間

事
　

御
事

書
並

目
安

案
　

嘉
暦

三
年

十
月

十
六

日
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

重
事

間
事

　
御

事
書

並
目

安
案

　
一

巻
　

嘉
暦

三
年

十
月

十
六

日
（

御
凶

事
）

重
事

間
事

　
御

事
書

並
目

安
之

案
　

嘉
暦

三
年

十
月

十
六

日
　

一
巻

（
利

59）
御

事
書

並
目

安
案

　
一

巻
　

嘉
暦

三
年

十
月

十
六

日
御

事
書

並
目

安
案

（
伏

405）

279
浴

殿
読

書
被

召
同

儒
士

例
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

浴
殿

読
書

被
召

同
儒

士
例

　
一

巻
（

公
事

之
諸

書
）

浴
殿

読
書

被
召

同
儒

士
例

　
一

巻
（

利
38）

浴
殿

読
書

被
召

同
儒

士
例

　
一

通
御

産
部

類
記

（
伏

618）
280

代
々

浴
殿

読
書

役
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

代
々

浴
殿

読
書

役
　

一
巻

（
公

事
之

諸
書

）
代

々
浴

殿
読

書
役

　
一

巻
（

利
38）

代
々

浴
殿

読
書

役
　

一
通

御
産

部
類

記
（

伏
618）

281
伏

見
院

御
記

　
正

応
二

年
自

正
月

八
日

至
三

月
廿

八
日

　
一

巻
伏

見
院

御
記

　
宸

筆
　

正
応

二
年

自
正

月
八

日
至

三
月

廿
八

日
　

一
巻

伏
見

院
御

記
　

宸
筆

　
称

心
日

御
記

　
正

応
二

年
自

正
月

八
日

至
三

月
十

八
日

　
一

巻
（

元
５

）
伏

見
院

天
皇

宸
記

　
正

応
二

年
自

正
月

八
日

前
中

欠
至

三
月

廿
六

日
　

一
巻

伏
見

院
宸

記
（

伏
520）

の
内

282
伏

見
院

御
記

　
正

応
元

年
自

十
月

十
二

日
至

十
一

月
廿

八
日

　
一

巻
伏

見
院

御
記

　
正

応
元

年
自

十
月

十
二

日
至

十
一

月
廿

八
日

　
一

巻
伏

見
院

御
記

　
正

応
元

年
自

十
月

十
二

日
至

十
二

月
十

八
日

　
一

巻
（

元
５

）
伏

見
院

天
皇

宸
記

　
正

応
元

年
自

十
月

十
二

日
至

十
一

月
廿

八
日

　
御

禊
大

嘗
会

略
記

　
一

巻
伏

見
院

宸
記

（
伏

520）
の

内

283
伏

見
院

御
記

　
正

応
三

年
自

正
月

一
日

至
月

〔
マ

マ
、

以
下

④
ま

で
同

〕
七

日
　

一
巻

伏
見

院
御

記
　

正
応

三
年

自
正

月
一

日
至

月
七

日
　

一
巻

伏
見

院
御

記
　

正
応

三
年

自
正

月
一

日
至

月
七

日
　

一
巻

（
元

５
）

伏
見

院
天

皇
宸

記
　

正
応

三
年

自
正

月
一

日
至

二
月

七
日

　
一

巻
伏

見
院

宸
記

（
伏

520）
の

内

284
伏

見
院

御
記

　
正

応
五

年
自

正
月

一
日

至
四

月
六

日
　

一
巻

伏
見

院
御

記
　

正
応

五
年

自
正

月
一

日
至

四
月

六
日

　
一

巻
伏

見
院

御
記

　
正

応
五

年
自

正
月

一
日

至
四

月
六

日
　

一
巻

（
元

６
）

伏
見

院
天

皇
宸

記
　

正
応

五
年

自
正

月
一

日
至

四
月

七
日

　
一

巻
伏

見
院

宸
記

（
伏

520）
の

内

285
伏

見
院

御
記

　
正

応
六

年
自

七
月

一
日

至
十

月
廿

八
日

　
一

巻
伏

見
院

御
記

　
正

応
六

年
自

七
月

一
日

至
十

月
廿

八
日

　
一

巻
伏

見
院

御
記

　
正

応
六

年
自

七
月

一
日

至
十

月
廿

八
日

　
一

巻
（

元
６

）
伏

見
院

天
皇

宸
記

　
正

応
六

年
自

七
月

一
日

至
十

月
廿

八
日

　
一

巻
伏

見
院

宸
記

（
伏

520）
の

内

286
伏

見
院

宸
筆

御
願

書
　

草
添

　
五

通
伏

見
院

宸
筆

御
願

書
　

草
添

　
五

通
（

宸
筆

）
伏

見
院

宸
筆

　
六

通
〔

か
〕

（
元

21）
伏

見
院

天
皇

宸
筆

願
文

　
四

通
伏

見
院

御
文

類
（

伏
753）

の
内

287
伏

見
院

御
落

飾
記

　
後

崇
光

院
宸

筆
　

正
和

二
年

十
月

十
七

日
　

一
巻

伏
見

院
御

落
飾

記
　

後
崇

光
院

御
宸

筆
　

正
和

二
年

十
月

十
七

日
　

一
巻

（
御

落
飾

部
）

伏
見

院
御

落
飾

記
　

正
和

二
年

十
月

十
五

日
同

十
七

日
　

後
崇

光
院

宸
筆

　
二

巻
（

元
22）

後
崇

光
院

太
上

皇
宸

筆
　

後
深

草
院

御
記

伏
見

院
御

落
飾

記
　

二
巻

伏
見

院
御

落
飾

記
（

伏
488）

288
伏

見
院

御
落

飾
記

　
後

崇
光

院
宸

筆
　

正
和

二
年

十
月

十
五

日
記

　
一

巻
伏

見
院

御
落

飾
記

　
後

崇
光

院
宸

筆
　

正
和

二
年

十
月

十
五

日
　

一
巻

〔
287と

合
わ

せ
た

か
〕

（
利

52）
伏

見
院

御
落

飾
事

　
一

巻
　

正
和

二
年

十
月

伏
見

院
御

幸
記

（
伏

615）

289
伏

見
院

御
出

家
記

　
後

崇
光

院
宸

筆
　

正
和

二
年

十
月

十
七

日
　

一
巻

伏
見

院
御

出
家

記
　

後
崇

光
院

宸
筆

　
正

和
二

年
十

月
十

七
日

　
一

巻
（

御
落

飾
部

）
伏

見
院

御
出

家
記

　
正

和
二

年
十

月
十

七
日

　
後

崇
光

院
宸

筆
　

一
巻

〔
⑤

欄
の

286に
同

じ
〕

伏
見

院
御

落
飾

記
（

伏
489）

290
平

戸
記

　
民

部
卿

平
経

高
卿

紀
　

仁
治

元
年

十
一

月
　

一
巻

平
戸

記
　

民
部

卿
平

経
高

卿
紀

　
仁

治
元

年
十

一
月

　
一

巻
平

戸
記

　
民

部
卿

平
経

高
卿

紀
　

仁
治

元
年

　
一

巻
（

利
13）

平
戸

記
　

民
部

卿
平

経
高

卿
記

　
仁

治
元

年
十

一
月

　
一

巻
平

戸
記

（
伏

455）
の

内

291
平

戸
記

　
仁

治
三

年
三

月
　

一
巻

平
戸

記
　

仁
治

三
年

三
月

　
一

巻
平

戸
記

　
仁

治
三

年
三

月
　

一
巻

（
利

13）
平

戸
記

　
仁

治
三

年
三

月
　

一
巻

平
戸

記
（

伏
455）

の
内

292
平

戸
記

　
寛

元
二

年
夏

下
五

月
六

月
　

一
巻

平
戸

記
　

寛
元

二
年

夏
下

五
月

六
月

　
一

巻
平

戸
記

　
寛

元
二

年
夏

下
五

月
六

月
　

一
巻

（
利

14）
平

戸
記

　
寛

元
二

年
自

五
至

六
月

　
一

巻
平

戸
記

（
伏

455）
の

内
293

平
戸

記
　

寛
元

二
年

夏
上

四
月

　
一

巻
平

戸
記

　
寛

元
二

年
夏

上
四

月
　

一
巻

平
戸

記
　

寛
元

二
年

夏
上

四
月

　
一

巻
（

利
14）

平
戸

記
　

寛
元

二
年

四
月

　
一

巻
平

戸
記

（
伏

455）
の

内
294

平
戸

記
　

寛
元

二
年

秋
七

月
八

月
九

月
　

一
巻

平
戸

記
　

寛
元

二
年

秋
七

月
八

月
九

月
　

一
巻

平
戸

記
　

寛
元

二
年

秋
七

月
八

月
九

月
　

一
巻

（
利

14）
平

戸
記

　
寛

元
二

年
自

七
月

至
九

月
　

一
巻

平
戸

記
（

伏
455）

の
内

295
平

戸
記

　
寛

元
二

年
冬

上
十

月
　

一
巻

平
戸

記
　

寛
元

二
年

冬
上

十
月

　
一

巻
平

戸
記

　
寛

元
二

年
冬

上
十

月
　

一
巻

（
利

14）
平

戸
記

　
寛

元
二

年
十

月
　

一
巻

平
戸

記
（

伏
455）

の
内

296
平

戸
記

　
寛

元
二

年
春

上
正

月
　

一
巻

平
戸

記
　

寛
元

二
年

春
上

正
月

　
上

〔
マ

マ
〕

一
巻

平
戸

記
　

寛
元

二
年

春
上

正
月

　
一

巻
（

利
14）

平
戸

記
　

寛
元

二
年

正
月

　
一

巻
平

戸
記

（
伏

455）
の

内
297

平
戸

記
　

寛
元

二
年

春
下

二
月

三
月

　
一

巻
平

戸
記

　
寛

元
二

年
春

下
二

月
三

月
　

一
巻

平
戸

記
　

寛
元

二
年

春
下

二
月

三
月

　
一

巻
（

利
14）

平
戸

記
　

寛
元

二
年

自
二

至
三

月
　

一
巻

平
戸

記
（

伏
455）

の
内

298
平

戸
記

　
寛

元
二

年
冬

下
十

一
月

十
二

月
但

五
日

以
後

无
記

　〔
員

数
な

し
〕

平
戸

記
　

寛
元

二
年

冬
下

十
一

月
十

二
月

但
五

日
以

後
无

記
　

一
巻

平
戸

記
　

寛
元

二
年

冬
下

十
一

月
十

二
月

但
五

日
以

後
无

記
　

一
巻

（
利

14）
平

戸
記

　
寛

元
二

年
自

十
一

月
一

日
至

十
二

月
五

日
　

一
巻

平
戸

記
（

伏
455）

の
内

299
延

喜
十

九
年

正
月

廿
一

日
之

夜
　

江
朝

ー
　

古
記

　
一

巻
（

年
紀

並
記

者
不

知
之

分
）

延
喜

十
九

年
正

月
廿

一
日

之
夜

　
古

記
　

江
朝

ー
　

一
巻

（
古

記
記

者
不

知
之

分
）

延
喜

十
九

年
正

月
廿

一
日

之
夜

　
古

記
江

朝
之

　
一

巻
（

利
〔

85〕）
紀

家
集

　
十

四
　

一
巻

　
大

江
朝

綱
卿

自
筆

紀
家

集
（

伏
641）

300
（

記
者

未
考

）
応

和
二

年
之

記
　〔

員
数

な
し

〕
（

年
紀

並
記

者
不

知
之

分
）

応
和

二
年

之
記

　
一

（
古

記
記

者
不

知
之

分
）

応
和

二
年

之
記

至
而

古
物

　
一

巻
（

利
〔

79〕）
応

和
二

年
　

一
巻

十
九

枚
〔

か
〕

東
宮

御
元

服
部

類
記

（
伏

630）
の

内
か

301
千

載
集

事
　

親
家

卿
記

　
文

治
四

年
　

一
千

載
集

事
　

親
家

卿
記

　
文

治
四

年
　

一
（

雑
々

之
部

）
千

載
集

事
　

文
治

四
年

親
宗

卿
記

　
一

（
利

71）
千

載
集

事
　

親
宗

卿
記

　
一

通
　

文
治

四
年

四
月

五
月

前
平

中
納

言
経

親
卿

注
渡

之
親

宗
卿

記
抄

出
（

伏
427）

302
御

書
草

　
康

和
五

年
八

月
　

匡
房

作
　

一
（

御
手

書
案

）
康

和
五

年
八

月
　

御
書

草
江

匡
房

作
　

一
（

御
手

書
案

）　
康

和
五

年
八

月
　

草
江

匡
房

卿
作

　
一

巻
（

利
38）

康
和

御
書

草
　

匡
房

卿
作

　
一

通
元

服
記

並
立

親
王

記
（

伏
635）

の
内

303
重

陽
菊

花
宴

記
　

寛
弘

四
年

　
一

重
陽

菊
花

宴
記

　
寛

弘
四

年
　

一
（

公
事

之
諸

書
）

重
陽

菊
花

宴
記

　
寛

弘
四

年
　

一
（

利
〔

81〕）
重

陽
菊

花
宴

記
　

寛
弘

四
年

　
一

通
三

枚
重

陽
菊

花
宴

記
（

伏
424）

304
殿

上
始

次
第

　
一

（
雑

々
之

部
）

殿
上

始
次

第
　

一
（

公
事

之
諸

書
）

殿
上

始
次

第
　

一
（

利
〔

81〕）
殿

上
始

次
第

　
一

枚

305
円

満
院

宮
庁

東
光

寺
田

事
　

永
和

四
年

十
一

月
　

二
枚

（
雑

々
之

部
）

円
満

院
宮

庁
東

光
寺

田
事

　
永

和
四

年
十

一
月

　
二

枚
（

仏
家

之
類

）
円

満
院

宮
庁

東
光

寺
田

事
　

永
和

四
年

十
一

月
　

二
枚

（
利

74）
円

満
院

宮
庁

東
光

寺
田

事
　

一
通

　
永

和
四

年
十

一
月

　
円

満
院

宮
庁

申
状

案
（

伏
406）

306
触

申
園

城
寺

三
院

衆
徒

申
状

　〔
員

数
な

し
〕

（
雑

々
之

部
）

触
申

園
城

寺
三

院
衆

徒
申

状
　

一
（

仏
家

之
類

）
触

申
園

城
寺

三
院

衆
徒

申
状

　
一

（
利

73）
触

申
園

城
寺

三
院

云
々

　
一

通
園

城
寺

三
院

衆
徒

触
状

（
伏

373）

307
妙

槐
記

　
花

山
相

国
記

自
筆

　
年

八
月

廿
八

日
　

一
巻

妙
槐

記
　

史
籍

年
表

云
妙

光
寺

内
大

臣
藤

師
継

公
　

花
山

相
国

自
筆

記
　

年
八

月
廿

八
日

　
一

巻
妙

槐
記

　
花

山
相

国
自

筆
記

　
史

籍
年

表
云

妙
光

寺
内

大
臣

藤
原

師
継

公
　

年
八

月
廿

八
日

　
一

巻
（

利
〔

78〕）
妙

槐
記

　
花

山
院

相
国

記
自

筆
記

　
妙

光
寺

内
大

臣
藤

原
師

継
公

　
年

八
月

廿
八

日
　

一
巻

東
宮

御
元

服
部

類
記

（
伏

630）
の

内

308
荒

凉
記

　
史

籍
年

表
云

一
名

戸
凉

記
権

大
納

言
藤

原
資

季
卿

　
二

条
新

大
納

言
記

　
正

元
元

年
八

月
廿

八
日

　
一

巻
荒

凉
記

　
二

条
新

大
納

言
　

史
籍

年
表

云
一

名
戸

凉
記

権
大

納
言

藤
資

季
卿

　
正

元
元

年
八

月
廿

八
日

　
一

巻
荒

凉
記

　
二

条
新

大
納

言
　

史
籍

年
表

云
一

名
戸

凉
記

権
大

納
言

藤
原

資
季

卿
　

正
元

元
年

八
月

廿
八

日
　

一
巻

（
利

〔
78〕）

荒
涼

記
　

二
条

新
大

納
言

　
一

名
戸

荒
凉

記
　

権
大

納
言

藤
原

資
季

卿
　

正
元

元
年

八
月

廿
八

日
　

一
巻

　
　

東
宮

御
元

服
部

類
記

（
伏

630）
の

内

309
（

利
42）

春
宮

亀
山

恒
仁

御
元

服
記

　
一

巻
正

元
元

年
八

月
廿

八
日

　
大

外
記

師
光

記
　

荒
涼

記
東

宮
御

元
服

部
類

記
（

伏
630）

の
内

310
康

平
　

　
記

　
記

者
不

知
　

自
七

月
廿

日
至

十
一

月
廿

之
記

　〔
員

数
な

し
〕

康
平

ー
ー

〈
虫

損
〉

記
　

記
者

不
知

　
自

七
月

廿
日

至
十

一
月

廿
記

　
一

巻
（

雑
々

之
部

）
康

平
丶

丶
丶

丶
〈

虫
損

〉
記

　
自

七
月

卅
日

至
十

一
月

廿
　

記
者

可
考

　
一

巻
水

左
記

（
伏

1）
の

内

311
柱

下
類

林
十

七
帙

第
三

　
藤

原
公

長
　

儲
君

部
自

延
暦

七
年

至
正

元
元

年
　〔

員
数

な
し

〕
柱

下
類

林
十

七
帙

之
内

第
三

　
儲

君
部

　
自

延
暦

七
年

至
正

元
元

年
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

柱
下

類
林

十
七

帙
之

内
第

三
　

儲
君

之
部

自
延

暦
七

年
至

正
元

元
年

　
一

巻
（

利
67）

柱
下

類
林

　
第

三
　

一
巻

東
宮

御
元

服
部

類
記

（
伏

630）
の

内

312
時

房
卿

記
　

自
筆

　
年

月
不

知
　

一
巻

時
房

卿
記

　
自

筆
　

年
月

不
知

　
一

巻
権

大
納

言
時

房
卿

自
筆

暦
記

　
年

月
不

知
　

一
巻

建
内

記
（

伏
457）

の
内

か
313

資
実

卿
記

　
伏

見
院

御
流

儀
也

　
筆

者
可

考
〔

員
数

な
し

〕
資

実
卿

記
　

伏
見

院
御

流
儀

事
　

一
巻

資
実

卿
記

　
自

筆
　

伏
見

院
御

流
儀

之
事

　
一

巻
（

利
71）

書
札

礼
並

白
帷

平
絹

直
衣

等
首

欠
　

一
通

　
資

実
卿

記
資

実
卿

記
裏

書
（

伏
444）



（ 87 ）

314
史

官
記

　
承

平
五

年
記

　
自

五
卅

日
至

六
廿

八
　

〔
員

数
な

し
〕

史
官

記
　

承
平

五
年

　
自

五
月

卅
日

至
六

月
廿

八
日

　
一

巻
　

本
朝

世
記

（
マ

マ
）　

承
平

五
年

　
自

五
月

卅
日

至
六

月
廿

八
日

　
一

巻
（

利
〔

0〕）
本

朝
世

紀
　

承
平

五
年

自
五

月
三

十
日

首
欠

　
至

六
月

廿
八

日
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内

315
史

官
記

　
天

慶
二

年
記

　
自

四
十

八
至

閏
七

十
一

　
〔

員
数

な
し

〕
史

官
記

　
天

慶
二

年
　

自
四

月
十

八
日

至
閏

七
月

十
一

日
　

一
巻

　
本

朝
世

記
（

マ
マ

）　
天

慶
二

年
　

自
四

月
十

八
日

至
閏

七
月

十
一

日
　

一
巻

（
利

〔
0〕）

本
朝

世
紀

　
天

慶
二

年
自

四
月

十
八

日
首

欠
　

至
閏

七
月

十
一

日
尾

欠
　

一
巻

本
朝

世
紀

（
伏

417）
の

内

316
（

御
出

家
之

部
類

）
玄

輝
門

院
御

出
家

記
　

右
大

将
家

教
記

　
正

応
四

年
八

月
廿

五
日

　
二

枚
玄

輝
門

院
御

出
家

記
　

右
大

将
家

教
記

正
応

四
年

八
月

廿
五

日
　

二
枚

（
御

落
飾

部
）

玄
輝

門
院

御
出

家
記

　
正

応
四

年
八

月
廿

九
〔

五
〕

日
　

右
大

将
家

教
卿

記
　

二
枚

（
利

53）
女

院
御

出
家

部
類

　
玄

輝
門

院
御

出
家

記
　

八
通

〔
の

内
〕　

正
応

四
年

八
月

 故
大

将
記

女
院

御
出

家
部

類
記

（
伏

609）
の

内

317
（

御
出

家
之

部
類

）
玄

輝
門

院
御

落
飾

部
類

記
　

七
枚

　
正

応
四

年
八

月
廿

五
日

　
資

高
卿

記
　

為
方

卿
記

　
実

任
卿

記
　

実
躬

卿
記

　
実

〔
宗

、
④

も
同

〕
冬

卿
記

玄
輝

門
院

御
落

飾
部

類
記

　
正

応
四

年
八

月
廿

五
日

資
高

卿
　

実
躬

卿
　

為
方

卿
　

実
冬

卿
　

実
任

卿
　

七
枚

（
御

落
飾

部
）

玄
輝

門
院

御
落

飾
部

類
記

　
正

応
四

年
八

月
廿

九
〔

五
〕

日
資

高
卿

　
実

躬
卿

　
為

方
卿

　
宗

冬
卿

　
実

任
卿

　
七

枚

（
利

53）
女

院
御

出
家

部
類

　
玄

輝
門

院
御

出
家

記
　

八
通

〔
の

内
〕　

正
応

四
年

八
月

資
高

卿
記

　
為

方
卿

記
　

実
任

卿
記

　
実

躬
卿

記
　

宗
冬

卿
記

女
院

御
出

家
部

類
記

（
伏

609）
の

内

318
（

御
出

家
之

部
類

）
東

二
条

院
御

出
家

記
　

入
道

左
府

記
　

正
応

六
年

六
月

七
日

　
四

枚
東

二
条

院
御

出
家

記
　

入
道

左
府

記
　

正
応

六
年

六
月

七
日

　
四

枚
（

御
落

飾
部

）
東

二
条

院
御

出
家

記
　

正
応

六
年

六
月

七
日

　
入

道
左

府
記

　
四

枚
（

利
53）

女
院

御
出

家
部

類
　

東
二

条
院

御
落

飾
事

　
一

通
　

正
応

六
年

六
月

　
入

道
左

大
臣

記
女

院
御

出
家

部
類

記
（

伏
609）

の
内

319
（

御
出

家
之

部
類

）
東

二
条

院
御

出
家

記
　

五
枚

記
者

不
知

　
正

応
六

年
六

月
七

日
東

二
条

院
御

出
家

記
　

記
者

不
知

　
正

応
六

年
六

月
七

日
　

五
枚

（
御

落
飾

部
）

東
二

条
院

御
出

家
記

　
正

応
六

年
六

月
七

日
　

記
者

不
知

　
五

枚
（

利
53）

女
院

御
出

家
部

類
　

東
二

条
院

御
落

飾
御

記
　

一
通

〔
か

〕
女

院
御

出
家

部
類

記
（

伏
609）

の
内

320
（

御
出

家
之

部
類

）
玄

輝
門

院
御

出
家

記
　

一
品

性
仁

親
王

記
　

正
応

四
年

八
月

廿
五

日
　

二
枚

玄
輝

門
院

御
出

家
記

　
一

品
性

仁
親

王
記

　
正

応
四

年
八

月
廿

五
日

　
二

枚
（

御
落

飾
部

）
玄

輝
門

院
御

出
家

記
　

正
応

四
年

八
月

廿
九

〔
五

〕
日

　
一

品
性

仁
親

王
記

　
二

枚
（

利
53）

女
院

御
出

家
部

類
　

玄
輝

門
院

御
出

家
記

　
八

通
〔

の
内

〕　
正

応
四

年
八

月
　

一
品

入
道

性
仁

親
王

記
　

女
院

御
出

家
部

類
記

（
伏

609）
の

内

321
（

御
出

家
之

部
類

）
玄

輝
門

院
御

出
家

記
　

記
者

不
知

　
正

応
四

年
八

月
廿

五
日

　
二

枚
（

利
53）

玄
輝

門
院

御
出

家
記

　
八

通
〔

の
内

〕　
正

応
四

年
八

月
　

記
者

未
考

記
〔

底
本

に
な

し
、

他
伝

本
よ

り
補

入
〕　

女
院

御
出

家
部

類
記

（
伏

609）
の

内

322
（

御
出

家
之

部
類

）
待

賢
門

院
御

出
家

記
　

朝
隆

卿
之

記
康

治
元

二
月

廿
六

日
　

一
枚

待
賢

門
院

御
出

家
記

　
朝

隆
卿

記
　

康
治

元
年

二
月

廿
六

日
　

一
枚

（
御

落
飾

部
）

待
賢

門
院

御
出

家
記

　
康

治
元

二
月

廿
六

日
　

朝
隆

卿
記

　
一

枚
（

利
53）

女
院

御
出

家
部

類
　

待
賢

門
院

御
出

家
記

　
一

通
　

康
治

元
年

二
月

　
朝

隆
卿

記
女

院
御

出
家

部
類

記
（

伏
609）

の
内

323
（

御
出

家
之

部
類

）
殷

富
門

院
御

出
家

記
　

三
枚

建
久

三
年

十
一

月
九

日
　

記
者

未
勘

殷
富

門
院

御
出

家
記

　
記

者
未

考
　

建
久

三
年

十
一

月
九

日
　

三
枚

（
御

落
飾

部
）

殷
富

門
院

御
出

家
記

　
建

久
三

年
十

一
月

九
日

　
記

者
不

知
　

三
枚

（
利

53）
女

院
御

出
家

部
類

　
殷

富
門

院
御

出
家

記
　

一
通

　
建

久
三

年
十

一
月

女
院

御
出

家
部

類
記

（
伏

609）
の

内

324
（

御
出

家
之

部
類

）
東

二
条

院
御

出
家

記
　

四
枚

正
応

六
年

六
月

七
日

　
記

者
未

考
東

二
条

院
御

出
家

記
　

記
者

不
知

　
正

応
六

年
六

月
七

日
　

四
枚

（
御

落
飾

部
）

東
二

条
院

御
出

家
記

　
正

応
六

年
六

月
七

日
　

記
者

不
知

　
四

枚
女

院
御

出
家

部
類

記
（

伏
609）

の
内

325
（

御
出

家
之

部
類

）
後

白
川

院
御

落
飾

記
　

参
議

成
頼

卿
記

　
嘉

応
元

年
六

月
自

一
日

至
廿

九
日

　
一

巻
後

白
川

院
御

落
飾

記
　

参
議

成
頼

卿
記

　
嘉

応
元

年
六

月
自

一
日

至
廿

九
日

　
一

巻
（

御
落

飾
部

）
後

白
川

院
御

落
飾

記
　

嘉
応

元
年

六
月

自
一

日
至

廿
九

日
　

参
議

成
親

〔
マ

マ
〕

卿
記

　
一

巻
（

利
52）

後
白

河
院

御
落

飾
記

　
一

巻
　

嘉
応

元
年

六
月

　
参

議
成

頼
卿

記
後

白
河

院
御

落
飾

記
（

伏
611）

326
（

御
出

家
之

部
類

）
亀

山
院

御
出

家
記

　
故

入
道

左
府

記
正

応
二

年
九

月
七

日
　

一
巻

亀
山

院
御

出
家

記
　

故
入

道
左

府
記

正
応

二
年

九
月

七
日

　
一

巻
（

御
落

飾
部

）
亀

山
院

御
出

家
記

　
正

応
二

年
九

月
七

日
　

故
入

道
左

府
記

　
一

巻
（

利
52）

亀
山

院
御

出
家

事
　

一
通

　
正

応
二

年
九

月
　

故
入

道
左

府
記

亀
山

院
御

落
飾

記
（

伏
614）

327
（

御
出

家
之

部
類

）
鳥

羽
院

御
出

家
記

　
保

延
七

年
三

月
十

日
　

一
巻

鳥
羽

院
御

出
家

記
　

保
延

七
年

三
月

十
日

　
一

巻
（

御
落

飾
部

）
鳥

羽
院

御
出

家
記

　
保

延
七

年
三

月
十

日
　

一
巻

（
利

52）
鳥

羽
院

御
出

家
記

　
一

巻
　

保
延

七
年

三
月

宇
治

左
府

記
　

京
極

相
国

記
鳥

羽
院

御
落

飾
記

（
伏

610）

328
（

御
出

家
之

部
類

）
後

深
草

院
御

落
飾

記
　

正
応

三
年

二
月

十
一

日
　

後
崇

光
院

宸
筆

　
一

巻
後

深
草

院
御

落
飾

記
　

後
崇

光
院

御
筆

　
正

応
三

年
二

月
十

一
日

　
一

巻
（

御
落

飾
部

）
後

深
草

院
御

落
飾

記
　

正
応

三
年

二
月

十
一

日
　

後
崇

光
院

宸
筆

　
一

巻
（

元
22）

後
崇

光
院

太
上

皇
宸

筆
　

後
深

草
院

御
記

正
応

三
年

御
落

飾
事

　
一

巻
後

深
草

院
御

落
飾

記
抄

（
伏

483）

329
（

御
出

家
之

部
類

）
後

嵯
峨

院
御

出
家

以
後

年
中

公
事

相
違

之
事

　
文

永
五

年
十

一
月

四
日

奏
聞

　
一

巻
後

嵯
峨

院
御

出
家

以
後

年
中

公
事

相
違

之
事

文
永

五
年

十
一

月
四

日
奏

聞
　

一
巻

（
御

落
飾

部
）

後
嵯

峨
院

御
出

家
以

後
年

中
公

事
相

違
之

事
文

永
五

年
十

一
月

四
日

奏
聞

　
一

巻
（

利
52）

後
嵯

峨
院

御
出

家
以

後
年

中
公

事
相

違
事

文
永

五
年

十
一

月
以

後
　

経
俊

卿
記

　
一

巻
後

嵯
峨

院
御

落
飾

以
後

年
中

公
事

相
違

事
（

伏
613）

330
（

御
出

家
之

部
類

）
御

出
家

御
受

戒
事

雑
文

書
　

記
者

未
考

建
永

元
年

自
八

月
十

日
至

十
一

月
五

日
　〔

員
数

な
し

〕
御

出
家

御
受

戒
事

雑
文

書
　

記
者

未
考

建
永

元
年

自
八

月
十

日
至

十
一

月
五

日
　

一
巻

（
御

落
飾

部
）

御
出

家
御

受
戒

事
雑

文
書

　
建

永
元

年
自

八
月

十
日

至
十

一
月

五
日

　
記

者
未

考
　

一
巻

（
利

59）
御

出
家

御
受

戒
事

雑
文

書
　

一
通

　
建

永
元

年
自

八
月

御
堂

供
養

等
有

度
者

並
誦

経
使

例
（

伏
459）

の
内

331
（

御
出

家
之

部
類

）
後

嵯
峨

院
御

落
飾

記
　

記
者

未
考

文
永

五
年

十
月

五
日

　
一

巻
後

嵯
峨

院
御

落
飾

記
　

記
者

未
考

文
永

五
年

十
月

五
日

　
一

巻
（

御
落

飾
部

）
後

嵯
峨

院
御

落
飾

記
　

文
永

五
年

十
月

五
日

　
記

者
不

知
　

一
巻

（
元

３
）

後
深

草
院

天
皇

宸
筆

　
後

嵯
峨

院
天

皇
御

落
飾

記
文

永
四

年
十

月
五

日
〔

員
数

な
し

〕
後

嵯
峨

院
御

落
飾

記
　（

伏
485）

332
（

御
出

家
之

部
類

）
後

嵯
峨

院
御

落
飾

記
　

記
者

未
考

文
永

五
年

十
月

五
日

　
一

巻
後

嵯
峨

院
御

落
飾

記
　

記
者

未
考

文
永

五
年

十
月

五
日

　
一

巻
（

御
落

飾
部

）
後

嵯
峨

院
御

落
飾

記
　

文
永

五
年

十
月

五
日

　
記

者
不

知
　

一
巻

（
利

52）
文

永
五

年
十

月
御

落
飾

記
　

一
通

後
嵯

峨
院

御
落

飾
記

（
伏

612）

333
院

御
逆

修
人

々
送

物
注

　
建

保
三

年
五

月
廿

四
日

分
よ

り
　

一
巻

院
御

逆
修

人
々

送
物

注
　

建
保

三
年

五
月

廿
四

日
分

よ
り

　
一

巻
（

御
逆

修
）

院
御

逆
修

人
々

送
物

注
　

建
保

三
年

五
月

廿
四

日
分

ヨ
リ

　
一

巻
（

利
58）

院
御

逆
修

人
々

進
物

注
文

　
建

保
三

年
五

月
廿

四
日

分
以

下
　

一
巻

後
鳥

羽
院

御
逆

修
目

録
注

文
（

伏
602）

の
内

334
御

逆
修

御
布

施
取

定
　

一
巻

御
逆

修
御

布
施

取
定

　
一

巻
（

御
逆

修
）

御
逆

修
御

布
施

取
定

　
一

巻
（

利
58）

御
逆

修
御

布
施

取
定

　
一

巻
後

深
草

院
御

逆
修

御
布

施
取

定
（

伏
604）

335
院

御
逆

修
僧

名
以

下
目

録
　

建
長

〔
マ

マ
〕

三
年

五
月

廿
四

日
分

よ
り

　
一

巻
院

御
逆

修
僧

名
以

下
目

録
　

建
長

〔
マ

マ
〕

三
年

五
月

廿
四

日
分

よ
り

　
一

巻
（

御
逆

修
）

院
御

逆
修

僧
名

以
下

目
録

　
建

長
〔

マ
マ

〕
三

年
五

月
廿

四
日

ヨ
リ

　
一

巻
（

利
58）

院
御

逆
修

僧
名

以
下

目
録

　
建

保
三

年
五

月
廿

四
日

分
以

下
　

一
巻

後
鳥

羽
院

御
逆

修
目

録
注

文
（

伏
602）

の
内

336
文

永
院

御
逆

引
物

　
一

巻
御

逆
引

物
　

文
永

ー
ー

　
一

巻
（

御
逆

修
）

御
逆

引
物

　
文

永
ー

ー
ー

　
一

巻
（

利
58）

文
永

院
御

逆
引

物
　

一
巻

後
嵯

峨
院

御
逆

修
引

物
注

文
（

伏
603）

337
女

院
御

逆
修

筆
　

一
巻

女
院

御
逆

修
　

一
巻

（
御

逆
修

）
女

院
御

逆
修

　
一

巻
（

利
58）

女
院

御
逆

修
事

　
一

通
女

院
御

逆
修

年
々

例
（

伏
605）

338
御

受
戒

之
事

　
一

巻
御

受
戒

之
事

　
一

巻
（

御
落

飾
部

）
御

受
戒

之
事

　
一

巻
（

利
61）

御
受

戒
事

　
一

通

339
神

祇
大

副
卜

部
兼

文
勘

点
文

　
外

題
に

中
宮

寺
兼

文
　

〔
員

数
な

し
〕

（
雑

々
之

部
）

神
祇

大
副

卜
部

兼
文

勘
点

文
　

外
題

に
中

宮
寺

兼
文

云
々

　
一

（
公

事
之

諸
書

）
神

祇
大

副
卜

部
兼

文
勘

点
文

　
外

題
に

中
宮

寺
兼

文
云

々
　

一
（

利
〔

81〕）
神

祇
大

副
卜

部
兼

文
勘

点
文

　
一

巻
十

二
枚

天
寿

国
繍

帳
銘

勘
点

文
（

伏
374）

340
西

園
寺

一
切

経
供

養
並

翌
日

後
宴

記
　

記
者

未
考

正
嘉

三
年

三
月

自
五

日
至

六
日

　〔
員

数
な

し
〕

（
御

仏
事

）
西

園
寺

一
切

経
供

養
記

並
翌

日
後

宴
　

紀
〔

マ
マ

〕
者

不
知

　
正

嘉
三

年
三

月
自

十
〈

ヒ
歟

〉
五

日
至

六
日

　
一

巻

（
御

堂
供

養
部

類
）

西
園

寺
一

切
経

供
養

並
翌

日
後

宴
　

記
者

可
考

　
正

嘉
三

年
三

月
自

十
七

〈
五

歟
〉

日
至

六
日

　
一

巻
（

利
59）

一
切

経
供

養
後

日
和

歌
御

会
　

一
巻

　
資

房
卿

記
　

正
嘉

三
年

三
月

六
日

西
園

寺
亭

一
切

経
供

養
並

後
宴

等
記

（
伏

494）
の

内

341
西

園
寺

一
切

経
供

養
並

習
〔

マ
マ

〕
日

後
宴

之
記

　
一

巻
　

侍
従

藤
公

種
記

　
正

嘉
三

年
自

三
月

五
日

至
同

九
日

　
（

御
仏

事
）

西
園

寺
一

切
経

供
養

習
〔

マ
マ

〕
日

後
宴

之
記

　
侍

従
藤

公
種

記
　

正
嘉

三
年

自
三

月
五

日
至

同
九

日
　

一
巻

（
御

堂
供

養
部

類
）

西
園

寺
一

切
経

供
養

翌
日

後
宴

之
記

　
正

嘉
三

年
自

二
月

五
日

至
九

日
　

侍
従

藤
公

種
記

　
一

巻
（

利
60）

西
園

寺
一

切
経

供
養

並
後

宴
記

　
侍

従
藤

公
種

記
正

嘉
三

年
自

三
月

五
日

至
同

九
日

　
一

巻
西

園
寺

亭
一

切
経

供
養

並
後

宴
等

記
（

伏
494）

の
内

342
西

園
寺

一
切

経
供

養
正

嘉
三

年
自

二
月

十
五

日
至

三
月

五
日

　
一

巻
（

御
仏

事
）

西
園

寺
一

切
経

供
養

記
正

嘉
三

年
自

二
月

十
五

日
至

三
月

五
日

　
一

巻
（

御
堂

供
養

部
類

）
西

園
寺

一
切

経
記

正
嘉

三
年

自
二

月
十

五
日

至
三

月
五

日
　

一
巻

（
利

60）
西

園
寺

一
切

経
供

養
並

後
宴

記
　

蔵
人

憲
説

記
上

下
正

嘉
三

年
自

二
月

廿
五

日
中

欠
至

三
月

五
日

　
二

巻
〔

の
内

〕
西

園
寺

亭
一

切
経

供
養

並
後

宴
等

記
（

伏
494）

の
内

343
西

園
寺

一
切

経
供

養
　

記
者

未
考

正
嘉

三
年

自
三

月
五

日
至

十
二

日
　〔

員
数

な
し

〕
（

御
仏

事
）

西
園

寺
一

切
経

供
養

記
　

紀
〔

マ
マ

〕
者

不
知

正
嘉

三
年

自
三

月
五

日
至

十
二

日
　

一
巻

（
御

堂
供

養
部

類
）

西
園

寺
一

切
経

供
養

記
並

翌
日

後
宴

　
記

者
可

考
　

正
嘉

三
年

自
三

月
五

日
至

十
二

日
　

一
巻

（
利

60）
西

園
寺

一
切

経
供

養
並

後
宴

記
　

蔵
人

憲
説

記
上

下
正

嘉
三

年
自

三
月

六
日

中
欠

至
同

月
十

二
日

　
二

巻
〔

の
内

〕
西

園
寺

亭
一

切
経

供
養

並
後

宴
等

記
（

伏
494）

の
内

344
御

修
法

一
七

ケ
日

支
度

物
注

文
　

自
筆

　
乾

元
三

年
後

四
月

　〔
員

数
な

し
〕

（
御

仏
事

）
御

修
法

一
七

ケ
日

支
度

物
註

文
　

自
筆

乾
元

三
年

後
四

月
　〔

員
数

な
し

〕
（

御
堂

供
養

部
類

）
御

修
法

一
七

ケ
日

支
度

物
註

文
　

乾
元

三
年

後
四

月
　〔

員
数

な
し

〕
（

利
〔

83〕）
御

修
法

一
七

日
支

度
物

注
文

　
一

巻
廿

枚
首

尾
欠

　
乾

元
三

年
後

四
月

昭
訓

門
院

御
産

愚
記

（
伏

625）
の

内



（ 88 ）

345
白

檀
御

仏
御

自
筆

法
華

経
供

養
部

類
記

　
奉

為
白

川
院

大
治

五
年

五
月

一
日

　〔
員

数
な

し
〕

（
御

仏
事

）
白

檀
御

仏
御

自
筆

法
華

経
供

養
部

類
記

　
奉

為
白

川
院

　
大

治
五

年
五

月
一

日
　〔

員
数

な
し

〕
（

御
堂

供
養

部
類

）
白

檀
御

仏
御

自
筆

法
華

経
供

養
部

類
記

　
奉

為
白

川
院

　
大

治
五

年
五

月
一

日
　〔

員
数

な
し

〕
（

利
55）

白
檀

御
仏

御
自

筆
法

華
経

供
養

部
類

記
　

一
巻

首
欠

　
大

治
五

年
五

月
一

日
　

師
時

卿
記

　
本

朝
帝

記
　

中
右

記
　

九
条

相
国

記
　

中
御

門
内

府
記

　
顕

時
卿

記
　

頼
資

卿
記

御
造

仏
並

宸
筆

御
経

供
養

部
類

記
（

伏
461）

346
鞠

之
記

一
式

　
巻

物
鞠

之
記

一
式

　
巻

物
一

括
（

雑
々

之
部

）
鞠

之
記

一
式

　
巻

物
一

括

（
利

69）
鞠

記
き

ぬ
か

つ
き

の
日

記
　

二
巻

〔「
一

冊
」

後
書

〕
貞

治
二

年
晴

御
鞠

記
後

普
光

園
院

摂
政

良
基

公
作

、
雲

井
の

春
　

一
巻

　
享

徳
二

年
三

月
廿

七
日

晴
御

鞠
記

　
藤

原
兼

良
公

作
、

蹴
鞠

記
　

一
巻

、
蹴

鞠
肝

心
抄

　
雅

経
卿

撰
　

一
巻

、
蹴

鞠
譜

以
下

　
一

巻
、

賀
礼

御
鞠

人
数

　
一

巻
、

革
匊

別
記

　
建

久
八

年
正

月
以

下
　

雅
経

卿
　

一
巻

、
蹴

鞠
口

伝
集

上
　

一
巻

、

き
ぬ

か
つ

き
の

日
記

（
伏

193）、
ま

り
の

記
（

伏
190）、

蹴
鞠

秘
書

（
伏

191）、
蹴

鞠
肝

心
抄

（
伏

195）、
蹴

鞠
譜

（
伏

194）、
北

山
准

后
賀

礼
御

鞠
人

数
（

伏
390）、

革
匊

別
記

（
伏

420）、
革

匊
別

記
（

伏
421）、

蹴
鞠

口
伝

集
（

伏
389）、

347
（

御
書

案
）

草
資

宣
卿

　
正

応
二

年
六

月
　

太
上

天
皇

　
一

巻
（

御
手

書
案

）
正

応
二

年
六

月
　

草
資

宣
卿

自
筆

　
太

上
天

皇
　

一
巻

（
御

手
書

案
）

太
上

皇
　

正
応

二
年

八
〔

マ
マ

〕
月

　
草

資
宣

卿
自

筆
　

　
一

巻
（

利
61）

太
上

天
皇

御
書

案
　

一
巻

　
正

応
二

年
六

月
　

草
宣

資
〔

マ
マ

〕
卿

348
（

御
書

案
）

寛
元

三
年

三
月

　
草

為
長

卿
　

一
巻

（
御

手
書

案
）

寛
元

三
年

三
月

　
草

為
長

卿
自

筆
　

太
上

天
皇

　
一

巻
（

御
手

書
案

）
太

上
皇

　
寛

元
三

年
三

月
　

草
為

長
卿

自
筆

　
一

巻
（

利
61）

御
書

案
　

寛
元

三
年

三
月

　
草

為
長

卿
　

　
一

通

349
（

御
書

案
）

建
保

二
年

七
月

　
一

巻
（

御
手

書
案

）
建

保
二

年
七

月
　

草
為

長
卿

自
筆

　
太

上
天

皇
　

一
巻

（
御

手
書

案
）

太
上

皇
　

建
保

二
年

七
月

　
草

為
長

卿
自

筆
　

一
巻

（
利

〔
82〕）

建
保

二
年

七
月

御
書

案
　

首
欠

　
一

枚
後

鳥
羽

上
皇

御
願

文
案

（
伏

724）

350
（

御
書

案
）

建
保

五
年

八
月

十
二

日
　

作
者

為
長

卿
　

一
巻

（
御

手
書

案
）

建
保

五
年

八
月

十
二

日
　

草
為

長
卿

自
筆

　
太

上
天

皇
　

一
巻

（
御

手
書

案
）

太
上

皇
　

建
保

五
年

八
月

十
二

日
　

草
為

長
卿

自
筆

　
一

巻
（

利
61）

御
書

案
　

建
保

五
年

八
月

二
日

　
作

者
為

長
卿

　
一

通

351
（

御
書

案
）

文
永

九
年

正
月

廿
九

日
　

草
長

成
卿

　
一

巻
（

御
手

書
案

）
文

永
九

年
正

月
廿

九
日

　
草

長
成

卿
　

太
上

天
皇

　
一

巻
（

御
手

書
案

）
文

永
九

年
正

月
廿

九
日

　
草

長
成

自
筆

　
一

巻
（

利
61）

御
書

案
　

文
永

九
年

正
月

廿
九

日
　

草
長

成
卿

　
一

通

352
日

吉
御

八
講

記
　

年
記

不
詳

自
二

日
至

六
日

　
一

巻
日

吉
御

八
講

記
　

年
記

不
詳

自
二

日
至

六
日

　
一

巻
（

御
八

講
記

）
日

吉
御

八
講

記
　

自
二

日
至

六
日

　
年

紀
不

詳
　

一
巻

（
利

61）
日

吉
御

八
講

記
　

首
欠

　
一

通
〔

か
〕

後
鳥

羽
院

宸
筆

御
八

講
記

（
伏

464）
の

内

353
御

八
講

事
　

一
巻

御
八

講
之

事
　

一
巻

（
御

八
講

記
）

御
八

講
之

事
　

一
巻

（
利

61）
御

八
講

之
事

　
一

巻
　

万
治

三
年

九
月

自
十

七
日

至
廿

一
日

後
光

明
院

七
回

聖
忌

御
八

講
次

第
（

伏
467）

354
御

八
講

記
　

年
記

記
者

不
詳

自
十

五
日

到
十

七
日

　
〔

員
数

な
し

〕
御

八
講

記
　

年
記

記
者

不
詳

　
自

十
五

日
至

十
七

日
　

一
巻

（
御

八
講

記
）

御
八

講
記

　
年

紀
記

者
不

詳
自

十
五

日
至

十
七

日
　

一
巻

（
利

61）
御

八
講

記
　

経
頼

朝
臣

記
　

首
欠

　
一

通
〔

か
〕

後
嵯

峨
院

十
三

回
聖

忌
御

八
講

記
（

伏
465）

355
御

八
講

記
　

年
紀

記
者

不
詳

　
一

巻
御

八
講

記
　

年
紀

記
者

不
詳

　
一

巻
（

御
八

講
記

）
御

八
講

記
　

年
紀

不
詳

　
一

巻
（

利
61）

御
八

講
記

　
年

紀
不

詳
　

首
欠

　
一

通
〔

か
〕

御
八

講
記

（
伏

466）
の

内

356
御

筆
御

八
講

五
巻

日
捧

物
注

文
　

応
永

廿
一

年
四

月
十

六
日

於
等

持
寺

　
一

巻
御

筆
御

八
講

五
巻

日
捧

物
註

文
　

応
永

廿
一

年
四

月
十

六
日

於
等

持
寺

　
一

巻
（

御
八

講
記

）
御

筆
御

八
講

五
巻

日
捧

物
註

文
　

応
永

廿
一

年
四

月
十

六
日

於
等

持
寺

　
一

巻
（

利
61）

御
筆

御
八

講
五

巻
日

捧
物

注
文

　
一

通
 

応
永

廿
一

年
四

月
十

六
日

足
利

義
持

御
八

講
五

巻
日

捧
物

注
文

（
伏

470）

357
日

吉
御

八
講

記
　

年
紀

不
詳

自
二

日
至

六
日

　
一

巻
〔

352の
重

複
か

〕
日

吉
御

八
講

記
　

年
紀

不
詳

自
二

日
至

六
日

　
一

巻
（

御
八

講
記

）
日

吉
御

八
講

記
　

年
紀

不
詳

自
二

日
至

六
日

　
一

巻
358

除
目

記
　

一
巻

除
目

記
　

一
巻

除
目

記
　

一
巻

（
利

66）
除

目
記

　
一

巻
359

除
目

記
　

一
巻

除
目

記
　

一
巻

除
目

記
　

一
巻

（
利

〔
80〕）

除
目

記
　

初
夜

上
　

一
巻

除
目

抄
（

伏
732）

360
除

目
記

　
申

文
撰

定
分

　
一

巻
除

目
記

　
申

文
撰

定
分

　
一

巻
除

目
記

　
申

文
撰

定
分

　
二

巻
（

利
〔

80〕）
除

目
申

文
撰

定
分

　
一

巻
除

目
申

文
書

様
（

伏
334）

361
除

目
記

　
一

巻
除

目
記

　
申

文
撰

定
分

　
一

巻
（

360と
合

わ
せ

た
か

）
362

勅
撰

間
事

　
親

王
名

字
事

乎
否

事
　

一
巻

勅
撰

間
事

　
親

王
名

字
事

乎
否

事
　

一
巻

勅
撰

間
事

　
親

王
名

字
書

乎
否

事
　

一
巻

（
利

〔
81〕）

除
目

勅
撰

間
事

　
親

王
名

字
書

乎
否

事
　

一
通

二
枚

　
除

目
親

王
名

字
執

筆
例

（
伏

435）

363
除

目
覚

書
　

一
巻

除
目

覚
書

　
一

巻
除

目
覚

書
　

一
巻

（
利

〔
80〕）

除
目

覚
書

　
一

通
二

枚
除

目
覚

書
（

伏
333）、

親
王

別
巡

給
勘

文
（

伏
336）

364
叙

位
記

　
記

者
筆

者
不

知
　

一
巻

叙
位

記
　

記
者

不
詳

　
一

巻
叙

位
記

　
記

者
可

考
　

一
巻

（
利

〔
80〕）

叙
位

記
　

首
欠

　
一

巻
十

四
枚

叙
位

次
第

抄
（

伏
649）

365
年

号
考

文
　

保
治

〔
宝

徳
か

〕
四

年
三

月
十

六
日

　
三

枚
（

雑
々

之
部

）
年

号
勘

文
　

保
治

〔
宝

徳
か

〕
四

年
三

月
十

六
日

　
三

枚
（

公
事

之
諸

書
）

年
号

勘
文

　
保

治
〔

宝
徳

か
〕

四
年

三
月

十
六

日
　

三
枚

366
父

任
大

臣
日

子
息

載
宣

命
例

　
二

巻
（

雑
々

之
部

）
父

任
大

臣
日

子
息

載
宣

命
例

　
二

巻
（

公
事

之
諸

書
）

父
任

大
臣

日
子

息
載

宣
命

例
　

二
巻

（
利

〔
82〕）

父
任

大
臣

日
子

息
載

宣
命

例
　

二
巻

任
大

臣
時

子
載

同
宣

命
例

（
伏

452）

367
御

即
位

散
状

　
天

文
五

二
二

　
一

枚
（

雑
々

之
部

）
御

即
位

散
状

　
天

文
五

年
二

月
二

日
　

一
枚

（
公

事
之

諸
書

）
御

即
位

散
状

　
天

文
五

年
二

月
二

日
　

二
巻

一
枚

368
年

号
改

元
二

月
三

月
例

　
大

外
記

中
原

師
宗

注
進

　
一

巻
（

雑
々

之
部

）
年

号
改

元
二

月
三

月
例

　
大

外
記

中
原

師
宗

注
進

　
一

巻
（

公
事

之
諸

書
）

年
号

改
元

二
月

三
月

例
　

大
外

記
中

原
師

宗
注

進
　

一
巻

（
利

62）
年

号
改

元
二

月
三

日
〔

マ
マ

〕
例

　
一

通
改

元
二

月
三

月
例

勘
文

（
伏

475）

369
年

号
考

文
　

口
ニ

考
申

年
号

事
　

奥
ニ

宝
徳

四
年

七
月

十
六

日
〔

員
数

な
し

、
365の

重
出

か
〕

（
雑

々
之

部
）

年
号

勘
文

　
口

ニ
勘

申
年

号
事

　
奥

ニ
宝

治
〔

マ
マ

〕
四

年
七

月
十

六
日

　
一

（
公

事
之

諸
書

）
年

号
勘

文
　

口
ニ

勘
申

年
号

事
　

宝
治

〔
マ

マ
〕

四
年

七
月

十
六

日
　

一
（

利
〔

82〕）
年

号
勘

文
　

宝
徳

四
年

七
月

十
六

日
　

一
通

三
枚

享
徳

度
年

号
勘

文
（

伏
454）

370
叙

位
記

　
筆

者
万

里
小

路
参

議
右

大
弁

　
一

巻
叙

位
記

　
万

里
小

路
右

大
弁

宰
相

自
筆

　
一

巻
叙

位
記

　
万

里
小

路
右

大
弁

宰
相

自
筆

　
一

巻
（

利
65）

叙
位

記
　

内
覧

奏
聞

撰
定

袖
書

短
冊

御
前

指
図

古
例

等
　

一
巻

叙
位

記
（

伏
648）

371
叙

位
記

　
筆

者
崇

恩
院

内
府

　
一

巻
叙

位
記

　
筆

者
崇

恩
院

内
府

自
筆

　
一

巻
叙

位
記

　
崇

恩
院

内
大

臣
自

筆
　

一
巻

（
利

65）
中

院
通

冬
卿

叙
位

記
　

一
巻

　
暦

応
四

年
正

月
六

日
　

惟
房

卿
筆

叙
位

記
（

伏
647）

372
除

目
叙

位
人

数
書

立
　

嘉
元

二
年

三
月

廿
二

日
　

〔
員

数
な

し
〕

除
目

叙
位

人
数

書
立

　
嘉

元
二

年
三

月
廿

二
日

　
一

巻
除

目
叙

位
人

数
書

立
　

嘉
元

二
年

三
月

廿
二

日
　

一
巻

（
利

〔
81〕）

除
目

叙
位

人
数

書
立

　
二

枚
　

嘉
元

二
年

三
月

廿
二

日
春

除
目

叙
位

散
状

（
伏

449）

373
除

目
記

秋
玉

秘
抄

　
第

三
次

夜
上

　〔
員

数
な

し
〕

除
目

記
秋

玉
秘

抄
　

第
三

次
夜

上
　

古
筆

　
一

巻
〔

こ
の

行
後

書
〕

秋
玉

秘
抄

　
第

三
次

夜
上

除
目

記
　

古
書

也
　

花
園

左
大

臣
有

仁
公

抄
　

一
巻

（
利

66）
除

目
記

秋
玉

秘
抄

　
二

巻
　

第
一

初
夜

上
　

第
三

次
夜

上
秋

玉
秘

抄
（

伏
646）　

374
（

縁
起

之
類

）
紀

州
粉

河
寺

縁
起

　
後

崇
光

院
御

筆
　

一
巻

（
伏

見
殿

御
記

録
）

後
崇

光
院

御
筆

　
粉

河
寺

縁
起

　
紀

州
　

一
巻

（
御

家
御

記
録

）
後

崇
光

院
宸

筆
　

粉
河

寺
縁

起
　

紀
州

　
一

巻
（

元
26）

後
崇

光
院

太
上

皇
宸

筆
　

紀
州

粉
河

寺
縁

起
　

首
欠

　
一

巻
粉

河
寺

縁
起

（
伏

479）

375
（

縁
起

之
類

）
長

谷
寺

縁
起

　
後

崇
光

院
御

筆
 一

巻
（

伏
見

殿
御

記
録

）
後

崇
光

院
御

筆
　

長
谷

寺
縁

起
　

一
巻

（
御

家
御

記
録

）
後

崇
光

院
宸

筆
　

長
谷

寺
縁

起
　

一
巻

（
利

72）
後

崇
光

院
太

上
皇

宸
筆

　
長

谷
寺

縁
起

　
一

巻
長

谷
寺

縁
起

絵
巻

詞
書

（
伏

367）
376

（
縁

起
之

類
）

中
宮

寺
縁

起
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

中
宮

寺
縁

起
　

一
巻

（
仏

家
之

類
）

中
宮

寺
縁

起
　

一
巻

（
利

72）
中

宮
寺

縁
起

　
一

巻
中

宮
寺

縁
起

（
伏

364）
377

（
縁

起
之

類
）

泉
州

槙
尾

寺
縁

起
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

泉
州

槙
尾

寺
縁

起
　

一
巻

（
仏

家
之

類
）

槙
尾

寺
縁

起
　

泉
州

　
一

巻
（

利
72）

槙
尾

寺
縁

起
証

文
　

一
巻

　
延

暦
十

八
年

十
月

五
日

槙
尾

寺
本

縁
起

（
伏

368）



（ 89 ）

378
（

縁
起

之
類

）
大

安
寺

縁
起

　
故

仮
名

文
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

大
安

寺
縁

起
　

仮
名

文
　

至
而

古
物

　
一

巻
（

仏
家

之
類

）
大

安
寺

縁
起

　
仮

名
文

　
至

而
古

物
　

一
巻

379
（

縁
起

之
類

）
尊

重
護

寺
〔

マ
マ

、
以

下
⑤

ま
で

〕
縁

起
　

元
暦

二
乙

巳
仲

夏
廿

日
書

　
一

巻
（

雑
々

之
部

）
尊

重
護

寺
縁

起
　

元
暦

二
乙

巳
年

仲
夏

廿
日

書
　

一
巻

（
仏

家
之

類
）

尊
重

護
寺

縁
起

　
元

暦
二

乙
巳

仲
夏

廿
日

書
　

一
巻

（
利

72）
尊

重
護

法
寺

縁
起

　
元

暦
二

年
五

月
廿

日
　

一
巻

尊
重

御
法

寺
縁

起
（

伏
369）

380
法

華
経

万
部

並
被

物
散

状
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

法
華

経
万

部
並

被
物

散
状

　
一

巻
（

仏
家

之
類

）
法

華
経

万
部

並
被

物
散

状
　

一
巻

（
利

72）
法

華
経

万
部

並
被

物
散

状
　

一
通

亀
山

院
崩

御
記

（
伏

598）
の

内
381

神
膳

次
第

　
卯

日
　

和
字

　〔
員

数
な

し
〕

神
膳

次
第

　
卯

日
　

和
字

　
家

教
卿

所
進

也
　

一
神

膳
次

第
　

建
保

頃
　

卯
日

和
字

　
家

教
卿

所
進

也
　

一
巻

（
元

23）
後

崇
光

院
太

上
皇

宸
筆

　
卯

日
神

膳
次

第
　

一
巻

卯
日

神
膳

次
第

（
伏

497）

382
看

聞
御

記
写

　
応

永
廿

四
年

八
月

　
伏

見
御

香
宮

神
職

之
事

　〔
員

数
な

し
〕

（
雑

々
之

部
）

看
聞

御
記

写
　

伏
見

御
香

宮
神

職
之

事
　

応
永

廿
四

年
八

月
　

一
巻

　
申

請
事

大
夫

局
ニ

出
ス

（
雑

々
之

部
）

看
聞

御
記

写
　

伏
見

御
香

宮
神

職
之

事
　

応
永

廿
四

年
八

月
　

一
巻

御
香

宮
之

事
（

264-560）
の

親
本

に
相

当
か

383
播

磨
国

一
宮

神
主

職
相

伝
系

図
並

神
戸

証
文

等
　

九
枚

（
雑

々
之

部
）

播
磨

国
一

宮
神

主
職

相
伝

系
図

並
神

戸
証

文
等

　
九

枚
（

雑
々

之
部

）
播

磨
国

一
宮

神
主

職
相

伝
系

図
並

神
戸

証
文

等
　

九
枚

（
利

〔
82〕）

播
磨

国
一

宮
神

主
職

相
伝

系
図

並
神

戸
証

文
類

　
九

枚
一

宮
社

関
係

文
書

案
（

伏
372）

384
醍

醐
寺

法
流

相
承

系
図

　
延

慶
二

年
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

醍
醐

寺
法

流
相

承
系

図
　

延
慶

二
年

　
一

巻
（

仏
家

之
類

）
醍

醐
寺

法
流

相
承

系
図

　
延

慶
二

年
　

一
巻

（
利

72）
醍

醐
寺

法
流

相
承

系
図

　
延

慶
二

年
　

一
巻

醍
醐

寺
法

流
相

承
系

図
（

伏
377）

385
諸

師
印

信
　

複
本

朝
第

一
第

二
第

三
伝

法
　

十
二

枚
（

雑
々

之
部

）
諸

師
印

信
　

複
本

朝
第

一
第

二
第

三
伝

法
　

十
二

枚
（

仏
家

之
類

）
諸

師
印

信
　

複
本

朝
第

一
第

二
第

三
伝

法
　

十
二

枚
（

利
72）

諸
師

印
信

　
一

巻
諸

師
印

信
（

伏
370）

386
代

々
御

受
戒

公
卿

殿
上

人
　

四
枚

（
雑

々
之

部
）

代
々

御
受

戒
公

卿
殿

上
人

　
四

枚
（

利
59）

代
々

御
受

戒
公

卿
殿

上
人

　
一

通
御

堂
供

養
等

有
度

者
並

誦
経

使
例

（
伏

459）
の

内

387
良

鎮
上

人
所

望
絵

之
詞

書
　

後
崇

光
院

御
筆

　
一

巻
（

伏
見

殿
御

記
録

）
良

鎮
上

人
所

望
絵

之
詞

書
　

後
崇

光
院

御
筆

　
一

巻
（

御
家

御
記

録
）

良
鎮

上
人

所
望

絵
之

詞
書

　
後

崇
光

院
宸

筆
　

一
巻

（
元

26）
後

崇
光

院
太

上
皇

宸
筆

　
良

鎮
上

人
所

望
絵

之
詞

書
　

首
欠

　
一

巻
融

通
念

仏
縁

起
絵

詞
（

伏
387）

388
温

泉
山

住
僧

薬
能

記
　

弘
安

二
年

九
月

廿
一

日
有

馬
温

泉
　

一
巻

（
雑

々
之

部
）

温
泉

山
住

僧
薬

能
記

　
弘

安
二

年
九

月
廿

一
日

有
馬

温
泉

　
一

巻
（

仏
家

之
類

）
温

泉
山

住
僧

薬
能

記
　

弘
安

二
年

九
月

廿
一

日
有

馬
温

泉
　

一
巻

（
利

72）
温

泉
山

住
僧

薬
能

記
　

一
巻

温
泉

山
住

僧
薬

能
記

（
伏

375）

389
古

反
古

　
一

巻

390
建

治
三

年
八

月
　

上
皇

〔
員

数
な

し
〕

（
宸

筆
之

御
願

文
）

建
治

三
年

八
月

　
上

皇
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

上
皇

建
治

三
年

八
月

　
一

通
（

元
21）

亀
山

院
天

皇
宸

筆
願

文
　

建
治

三
年

八
月

　
草

長
成

卿
　

一
通

391
大

治
建

久
文

永
御

願
文

之
作

者
　

一
通

御
願

文
之

作
者

　
大

治
建

久
文

永
　

一
通

（
御

願
文

）
大

治
建

久
文

永
　

御
願

文
作

者
　

一
通

（
利

61）
大

治
建

久
文

永
御

願
文

作
者

　
一

通
法

皇
中

陰
法

事
願

文
作

者
注

文
（

伏
601）

392
嘉

暦
元

年
五

月
廿

九
日

　
上

皇
長

谷
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

嘉
暦

元
年

五
月

廿
九

日
　

上
皇

長
谷

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
嘉

暦
元

年
五

月
廿

九
日

　
上

皇
長

谷
　

一
通

393
元

享
〔

マ
マ

〕
二

二
年

九
月

　
上

皇
加

茂
社

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
元

亨
二

二
年

九
月

　
上

皇
賀

茂
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

元
亨

四
年

九
月

　
上

皇
加

茂
　

一
通

（
元

21）
後

伏
見

院
天

皇
宸

筆
願

文
　

賀
茂

社
立

願
事

　
元

亨
四

年
九

月
　

三
十

一
通

〔
の

内
〕

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

394
嘉

暦
四

三
月

廿
九

日
　

伊
勢

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
嘉

暦
四

年
三

月
廿

九
日

　
上

皇
伊

勢
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

嘉
暦

四
年

三
月

廿
九

日
　

上
皇

伊
勢

　
一

通
（

元
21）

後
伏

見
院

天
皇

宸
筆

願
文

太
神

宮
願

文
　

嘉
暦

四
年

三
月

廿
九

日
　

三
十

一
通

〔
の

内
〕

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

395
元

亨
二

二
年

七
月

廿
日

　
上

皇
春

日
社

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
元

亨
二

二
年

七
月

廿
日

　
上

皇
春

日
社

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
元

亨
二

二
年

七
月

廿
四

〔
マ

マ
〕

日
　

上
皇

春
日

社
　

一
通

（
元

21）
後

伏
見

院
天

皇
宸

筆
願

文
春

日
御

願
書

案
　

元
亨

四
年

七
月

廿
一

日
　

三
十

一
通

〔
の

内
〕

花
園

院
御

願
文

類
（

伏
756）

の
内

396
嘉

暦
三

七
月

日
　

上
皇

八
幡

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
嘉

暦
三

七
月

日
　

上
皇

八
幡

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
嘉

暦
三

七
月

日
　

上
皇

八
幡

　
一

通
（

元
21）

後
伏

見
院

天
皇

宸
筆

願
文

八
幡

願
文

　
嘉

暦
三

年
七

月
　

三
十

一
通

〔
の

内
〕

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

397
年

月
不

知
　

八
幡

社
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

年
月

不
知

　
八

幡
社

御
願

文
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

年
月

不
知

　
八

幡
社

御
願

文
　

一
通

（
元

21）
後

伏
見

院
天

皇
宸

筆
願

文
　

八
幡

願
文

草
案

　
三

十
一

通
〔

の
内

か
〕

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

398
日

吉
加

茂
八

幡
　

広
義

門
院

御
悩

ニ
付

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
日

吉
賀

茂
八

幡
　

広
義

門
院

御
悩

ニ
付

　
上

皇
年

月
不

知
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

広
義

門
院

御
悩

ニ
付

　
日

吉
賀

茂
八

幡
　

上
皇

年
月

日
不

知
　

一
通

399
嘉

暦
元

年
五

月
廿

九
日

　
八

幡
社

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
嘉

暦
元

年
五

月
廿

九
日

　
上

皇
八

幡
社

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
嘉

暦
元

年
五

月
廿

九
日

　
上

皇
八

幡
　

一
通

（
元

21）
後

伏
見

院
天

皇
宸

筆
願

文
八

幡
願

書
　

嘉
暦

元
年

五
月

廿
九

日
　

三
十

一
通

〔
の

内
〕

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

400
嘉

暦
二

二
年

二
月

一
日

　
上

皇
聖

廟
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

嘉
暦

四
年

二
月

一
日

　
上

皇
聖

廟
御

願
文

〈
御

本
紙

に
二

二
年

ト
ア

リ
〉

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

嘉
暦

四
年

二
月

一
日

　
上

皇
聖

廟
御

願
文

　
一

通
（

元
21）

後
伏

見
院

天
皇

宸
筆

願
文

北
野

願
文

　
嘉

暦
四

年
二

月
十

日
　

三
十

一
通

〔
の

内
〕

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

401
嘉

暦
三

年
七

月
日

　
上

皇
聖

廟
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

嘉
暦

三
年

七
月

日
　

上
皇

聖
廟

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
嘉

暦
三

年
七

月
日

　
上

皇
聖

廟
　

一
通

（
元

21）
後

伏
見

院
天

皇
宸

筆
願

文
北

野
願

文
　

嘉
暦

三
年

七
月

　
三

十
一

通
〔

の
内

〕
後

伏
見

院
御

願
文

類
（

伏
755）

の
内

402
嘉

暦
三

年
十

二
月

一
日

　
上

皇
八

幡
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

嘉
暦

三
年

十
二

月
一

日
　

上
皇

八
幡

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
嘉

暦
三

年
十

二
月

一
日

　
上

皇
八

幡
　

一
通

（
元

21）
後

伏
見

院
天

皇
宸

筆
願

文
八

幡
告

文
　

嘉
暦

三
年

十
二

月
三

日
　

三
十

一
通

〔
の

内
〕

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

403
（

元
21）

後
伏

見
院

天
皇

宸
筆

願
文

　
長

谷
寺

願
書

　
正

中
二

年
三

月
　

三
十

一
通

〔
の

内
〕

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

404
正

中
三

年
三

月
廿

五
　

上
皇

長
谷

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
正

中
三

年
三

月
廿

五
日

　
上

皇
聖

廟
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

正
中

三
年

三
月

廿
五

日
　

上
皇

聖
廟

　
一

通
（

元
21）

後
伏

見
院

天
皇

宸
筆

願
文

長
谷

寺
願

文
　

正
中

三
年

三
月

廿
五

日
　

三
十

一
通

〔
の

内
〕

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

405
正

中
二

年
八

月
廿

九
日

　
上

皇
聖

廟
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

正
中

二
年

八
月

廿
九

日
　

上
皇

聖
廟

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
正

中
二

年
八

月
廿

九
日

　
上

皇
聖

廟
　

一
通

（
元

21）
後

伏
見

院
天

皇
宸

筆
願

文
北

野
願

文
　

正
中

二
年

八
月

廿
九

日
　

三
十

一
通

〔
の

内
〕

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

406
文

保
二

年
正

月
廿

日
　

上
皇

処
不

知
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

文
保

二
年

正
月

廿
日

　
上

皇
処

不
知

　
一

通
（

宸
筆

之
御

願
文

）
文

保
二

年
正

月
廿

日
　

上
皇

処
不

知
　

一
通

（
元

21）
後

伏
見

院
天

皇
宸

筆
願

文
　

う
や

ま
ひ

て
申

大
く

わ
ん

の
事

後
伏

見
院

御
願

文
類

（
伏

755）
の

内

407
文

保
二

年
二

月
八

日
　

上
皇

処
不

知
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

文
保

二
年

二
月

八
日

　
上

皇
処

不
知

　
一

通
（

元
21）

後
伏

見
院

天
皇

宸
筆

願
文

　
文

保
二

年
二

月
八

日
　

春
日

　
仮

名
文

　
三

十
一

通
〔

の
内

〕
後

伏
見

院
御

願
文

類
（

伏
755）

の
内

408
年

月
不

知
　

処
不

知
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

年
月

並
処

不
知

御
願

文
　

一
通

（
宸

筆
之

御
願

文
）

御
願

文
　

年
月

並
処

不
知

　
一

通
（

元
21）

後
伏

見
院

天
皇

宸
筆

願
文

　
願

文
　

尾
欠

〔
か

〕
後

伏
見

院
御

願
文

類
（

伏
755）

の
内

か

409
文

保
三

年
四

月
十

九
日

未
刻

　
広

義
門

院
御

悩
　

上
皇

日
吉

　
一

通
（

宸
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